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筆
者
は
、
か
っ
て
、
曰
本
お
け
る
行
政
計
画
相
互
間
の
「
整
合
性
の
原
則
」
の
解
明
の
た
め
の
一
つ
の
作
業
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
土
地

（
１
）
 

利
用
法
に
お
け
る
「
｜
貫
性
原
則
」
（
８
．
忽
の
芹
の
ロ
。
『
９
．
．
国
ロ
の
）
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
紹
介
・
分
析
を
試
み
た
。
こ
の
小
論
に
お
い

て
、
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
「
計
画
に
対
す
る
よ
り
効
果
的
な
司
法
的
統
制
」
を
行
な
う
た
め
に
、
「
整
合
性
の
原
則
を
根
拠
に
、

（
２
）
 

基
本
計
画
を
基
準
と
し
て
の
詳
細
計
画
の
実
体
的
統
制
」
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
一
」
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
計
画
に
認
め
ら
れ
る
広

範
な
内
容
形
成
の
自
由
を
実
体
的
に
統
制
す
る
た
め
に
整
合
性
の
原
則
を
活
用
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め

の
作
業
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
形
成
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
、
と
く
に
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
実
体

的
統
制
に
着
目
し
て
検
討
す
る
こ
と
を
次
の
課
題
と
し
た
。
本
稿
は
、
先
の
小
論
の
続
編
と
し
て
、
こ
の
課
題
の
一
端
に
取
り
組
む
も
の

ま
ず
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
対
象
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
｜
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
実
体
的
統
制
と
し
て
筆
者
が
想
定

し
て
い
る
も
の
を
示
し
て
お
き
た
い
。

（
３
）
 

で
あ
る
。
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一
貫
性
原
則
と
は
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
規
制
は
「
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
（
８
日
ロ
『
の
ゴ
の
易
弓
の
Ｄ
］
：
）
に
従
っ
た
も
の
で
な
け
れ

（
４
）
 

ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
し
て
諸
州
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
違
反
す
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、
権
限
逸
脱

（
巨
岸
『
口
ぐ
園
切
）
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
優
越
し
、
上
位
規
範
に
類
似
す
る
効
力

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
と
い
う
語
の
ほ
か
に
、
単
に
プ
ラ
ン
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
曰
閉
庁
①
『
己
一
目
）
と
呼
ば
れ
た
り
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
プ
ラ
ン
（
ぬ
の
ど
の
日
」
已
自
）
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
５
）
 

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
を
一
般
的
に
一
不
す
と
き
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
語
を
用
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定

は
、
一
般
に
、
日
本
に
お
け
る
市
町
村
レ
ベ
ル
の
地
方
議
会
に
相
当
す
る
市
議
会
や
カ
ウ
ン
テ
ィ
参
事
会
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
管
理
委
員
会

な
ど
の
地
方
公
共
団
体
の
統
治
機
関
（
一
○
ｓ
］
ぬ
。
ぐ
の
日
日
い
す
Ｃ
ｓ
）
に
よ
っ
て
条
例
形
式
で
な
さ
れ
る
。
一
方
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ

プ
・
プ
ラ
ン
は
、
地
方
公
共
団
体
レ
ベ
ル
の
土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
計
画
で
あ
り
、
行
政
機
関
で
あ
る
計
画
委
員
会
か
、
あ
る
い
は
、

統
治
機
関
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
一
貫
性
原
則
は
、
こ
の
二
つ
の
土
地
利
用
計
画
が
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
求
め

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
州
レ
ベ
ル
の
判
例
で
は
じ
め
て
認
め
た
の
が
一
九
七
三
年
の
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
に
よ
る
フ
ァ

ア
メ
リ
カ
で
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
条
例
形
式
で
決
定
さ
れ
る
た
め
、
伝
統
的
に
そ
れ
に
対
し
て
謙
譲
的
な
司
法
審
査
の
み
が
行
な
わ
れ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
は
、
そ
れ
が
正
当
に
議
決
可
能
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
適
法
性
の
推
定
（
□
『
田
口
曰
己
‐

冒
口
。
（
ぐ
昌
曰
ご
）
が
認
め
ら
れ
、
裁
判
所
は
こ
れ
に
介
入
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー

ル
（
国
『
一
望
：
す
②
白
亘
①
『
巳
の
）
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
た
め
、
一
貫
性
原
則
が
認
め
ら
れ
、
争
わ
れ
て
い
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
コ

ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
従
っ
た
も
の
で
な
く
と
も
、
適
法
性
の
推
定
が
覆
さ
れ
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
を
権
限
逸
脱

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
○
一

（
６
）
 

サ
ノ
判
決
で
あ
る
。
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法
学
志
林
第
一
○
｜
巻
第
一
号

一
○
二

に
あ
た
る
と
判
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
ル
ー
ル
の
下
で
は
、
制
度
上
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
実
体
的
統
制
が
可
能
で
は
あ
っ
た
が
、

実
質
的
に
は
、
ゾ
ー
ー
ラ
グ
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
統
制
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
機
能
的
分
析
（
｛
目
島
○
コ
四
一
目
巴
］
の
一
②
）
を
採
用
し
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決

定
の
う
ち
、
そ
の
一
部
の
も
の
を
裁
判
所
が
厳
格
に
審
査
で
き
る
と
し
た
判
例
で
も
あ
る
。
同
判
決
は
、
「
地
域
が
限
定
さ
れ
、
そ
の
対

象
の
小
規
模
な
」
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
を
、
「
司
法
的
権
限
の
行
使
」
に
あ
た
る
「
準
司
法
的
行
為
」
と
性
格
付
け
、
そ
れ
に
は
厳
格
な
司

（
７
）
 

法
審
査
が
な
さ
れ
る
と
し
て
、
行
為
が
有
す
る
機
能
に
応
じ
て
厳
格
な
司
法
審
査
を
行
な
う
か
否
か
を
決
す
る
も
の
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、

立
法
的
行
為
が
「
基
準
の
定
立
」
に
あ
た
り
、
準
司
法
的
行
為
が
「
基
準
の
適
用
」
で
あ
る
と
の
理
解
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、

（
８
）
 

準
司
法
的
行
為
を
行
な
う
限
り
で
統
治
機
関
は
そ
の
機
関
と
し
て
の
性
質
が
行
政
機
関
と
類
似
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
厳
格
な
司
法
審
査
が
可
能
と
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
一
貫
性
原
則
の
裁
判
に
よ
る
実
現
が
、
実
質
的
に
も
可
能
と
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
機
能
的
分
析
は
、
あ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
が
一
貫
性
原
則
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
法
的
性
質
を
判
定
し
、
厳
格
な
司
法
審
査
が
な
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
役
割
だ
け
で
な
く
、
一
貫
性
原
則
に
よ
る
統
制
が
及
ぶ

（
９
）
 

か
ど
う
か
を
決
定
す
る
一
々
法
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
が
一
貫
性
原
則
を
定
め
る
州
法
の

規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
厳
格
な
司
法
審
査
こ
そ
が
、
筆
者
の
想
定
す
る
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ニ

ン
グ
の
実
体
的
統
制
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
が
実
体
的
統
制
基
準
と
な
る
。

次
に
、
ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
と
、
日
本
の
行
政
法
学
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
整
合
性
の
原
則
と
を
比
較
し
て
み

る
と
、
両
者
に
は
様
々
な
相
違
が
あ
る
の
で
、
行
政
計
画
の
実
体
的
統
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
特
に
留
意
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
一
貫
性
原
則
と
日
本
の
整
合
性
の
原
則
と
で
は
、
規
律
対
象
と
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し
て
い
る
計
画
お
よ
び
そ
の
決
定
機
関
が
異
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ゾ
ー
ー
ラ
グ
は
日
本
で
い
う
「
地
方
議
会
」
に
あ
た
る
統
治
機
関
に
よ

っ
て
条
例
形
式
で
定
め
ら
れ
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
で
あ
る
計
画
委
員
会
が
決
定
す
る
場
合
も
あ
る

し
、
統
治
機
関
が
条
例
か
決
議
で
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
で
は
、
制
定
法
上
、
計
画
決
定
に
議
会
の
議
決
や
同
意

（
川
）

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
行
政
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
計
画
一
般
が
整
合
性
の
原
則
の
規
律
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
た
め
、
裁
判
所
に
よ
る
統
制
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
統
治
機
関
の
行
為
の
統
制
で
あ
り
、
日
本
で
は

行
政
の
行
為
の
統
制
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
貫
性
原
則
を
定
め
る
規
定
に
違
反
す
る
ゾ
ー
ー
フ
グ
は
権
限
逸
脱
に
あ
た
る
と

（
Ⅲ
）
 

さ
れ
る
が
、
日
本
で
は
、
整
合
性
の
原
則
を
定
め
る
規
定
は
訓
示
規
定
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
先
の
小
論
は
、
’
九
七
○
年
代
前
半
に
フ
ァ
サ
ノ
判
決
な
ど
を
通
し
て
オ
レ
ゴ
ン
州
で
一
貫
性
原
則
が
確
立
さ
れ
、
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
実
体
的
統
制
が
実
質
的
に
可
能
と
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
、
時
代
的

に
は
、
一
九
七
○
年
代
前
半
以
降
の
判
例
・
学
説
の
展
開
を
扱
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
州
レ
ベ
ル
で
の
判
例
の
検
討
を
通
し
て
、
機
能
的

分
析
と
厳
格
な
司
法
審
査
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
実
体
的
統
制
が
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
事
項
を
中
心
と
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
（
第
一
章
・
第
二
章
）
。
次
に
、
機

能
的
分
析
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
フ
グ
の
実
体
的
統
制
の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
が
抱
え
る
問
題
点
と

し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
（
第
三
章
・
第
四
章
）
、
最
後
に
、
こ
の
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
の

枠
組
み
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
州
レ
ベ
ル
の
下
級
審
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
（
第
五
章
）
。

（
１
）
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
形
成
（
上
・
下
）
」
本
誌
九
九
巻
二
号
一
五
一
頁
以
下
（
二
○
○
一
年
）
、
四
号
八
一
頁
以
下

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
○
三
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（
２
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
１
）
（
下
）
一
二
七
頁
～
一
二
八
頁
。

（
３
）
行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
業
績
と
し
て
、
計
画
裁
量
に
関
す
る
も
の
も
含
め
て
蕊
久
保
茂
樹
「
土
地
利
用
計
画
に
対
す
る
裁
判
的
統
制
ｌ
フ
ラ
ン
ス

の
Ｐ
ｏ
ｓ
訴
訟
に
つ
い
て
」
青
山
法
学
論
集
三
七
巻
三
Ⅱ
四
号
一
頁
以
下
（
’
九
九
六
年
）
、
塩
野
宏
「
国
土
開
発
」
山
本
草
二
ほ
か
『
未
来
社
会
と
法
」
一

一
九
頁
以
下
・
一
一
三
五
頁
～
二
四
一
頁
（
一
九
七
六
年
、
筑
摩
書
房
）
、
芝
池
義
一
「
計
画
裁
避
概
念
の
一
考
察
」
杉
村
敏
正
先
生
還
暦
記
念
『
現
代
行
政
と

法
の
支
配
』
一
八
八
頁
以
下
二
九
七
八
年
、
有
斐
閣
）
、
同
「
西
ド
イ
ツ
裁
判
例
に
お
け
る
計
画
裁
量
の
規
制
原
理
」
法
学
論
叢
一
○
五
巻
五
号
一
頁
以
下

（
’
九
七
九
年
）
、
同
「
公
共
事
業
と
行
政
訴
訟
ｌ
処
分
性
と
原
告
適
格
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
二
五
号
一
○
六
頁
以
下
二
九
八
九
年
）
、
高
橋
信
陸
「
計
画
裁

量
と
そ
の
裁
判
的
統
制
」
立
教
大
学
大
学
院
・
法
学
研
究
一
号
一
頁
以
下
（
一
九
八
○
年
）
、
玉
巻
弘
光
「
行
政
計
画
を
争
う
行
政
訴
訟
ｌ
土
地
利
用
計
画

を
中
心
と
し
て
」
東
海
法
学
一
号
一
九
七
頁
以
下
二
九
八
七
年
）
、
田
村
達
久
「
行
政
計
画
と
取
梢
訴
訟
（
一
～
四
。
完
）
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集

五
五
号
七
○
頁
以
下
、
五
六
号
二
七
頁
以
下
〈
一
九
九
○
年
）
、
五
七
号
六
二
頁
以
下
、
五
八
号
一
三
七
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）
、
見
上
崇
洋
「
行
政
計
画
と

救
済
」
同
『
行
政
計
画
の
法
的
統
制
』
三
四
九
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
、
信
山
社
）
（
初
出
は
一
九
九
一
年
）
、
同
「
都
市
計
画
の
二
段
階
樹
造
と
計
画
の
実
体

的
統
制
に
つ
い
て
ｌ
フ
ラ
ン
ス
の
都
市
計
画
法
改
正
論
議
と
の
関
連
で
」
同
書
三
七
九
頁
以
下
（
初
出
は
一
九
九
五
年
『
宮
田
三
郎
「
計
画
裁
迅
」
同

『
行
政
裁
瞳
と
そ
の
統
制
密
度
』
一
二
一
頁
以
下
（
’
九
九
四
年
、
信
山
社
）
（
初
出
は
一
九
七
八
年
）
、
同
「
計
画
裁
量
の
限
界
」
同
『
行
政
裁
遮
と
そ
の
統

制
密
度
』
’
六
三
頁
以
下
（
一
九
九
四
年
、
信
山
社
）
（
初
出
は
一
九
七
九
年
）
、
同
「
計
画
裁
避
と
裁
量
統
制
の
問
題
」
同
書
一
九
五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
４
）
②
馬
魚
賄
・
○
し
げ
・
の
。
『
『
○
○
口
回
窓
留
巴
（
四
）
（
□
の
①
己
ロ
顕
９
９
）
》
句
炉
鈩
・
切
目
』
目
・
シ
ヱ
ヱ
・
陣
］
＆
．
』
】
程
（
］
）
（
す
）
（
ｌ
Ｌ
の
〆
一
切
呂
皀
）
帥
二
目
・
幻
向
く
．
⑫
『
シ
『
．
』
Ｚ
Ｚ
・

坤
］
Ｐ
⑨
Ｃ
⑭
（
画
つ
○
ｍ
）
》
。
”
・
幻
画
く
。
、
曰
鈩
曰
坤
函
］
⑰
。
。
⑰
つ
（
』
）
（
函
Ｃ
Ｅ
）
。

（
５
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
１
）
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
一
般
的
に
示
す
と
き
、
「
プ
ラ
ン
」
の
語
を
用
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
の
一
般

的
な
用
語
法
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
プ
ラ
ン
は
、
日
本
で
い
う
「
計
画
」
よ
り
も
対
象
と
な
る
も
の
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
誤
解
を

避
け
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
「
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
と

い
う
用
語
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
州
が
地
方
公
共
団
体
に
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
規
制
を
行
な
う
権
限
を
授
権
す
る
際
に
制
定
す
る
法

律
の
モ
デ
ル
法
で
あ
る
「
標
準
州
ゾ
ー
ニ
ン
グ
授
権
法
」
（
⑫
白
目
凹
己
の
国
【
の
Ｎ
○
口
旨
い
因
ご
呂
冒
駒
少
・
｛
）
に
お
い
て
、
こ
の
一
一
一
一
巨
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
モ
デ
ル
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
１
）
（
上
）
一
五
八
頁
～
一
六
八
頁
参
照
。

（
６
）
句
四
印
目
Ｃ
『
・
田
．
。
『
○
Ｃ
自
巨
○
○
冒
員
吊
・
。
（
三
四
②
三
皀
函
Ｓ
ｐ
Ｏ
Ｃ
目
ご
》
ｇ
『
勺
・
臣
圏
（
○
円
』
召
哩
）
。

（
７
）
員
具
鵠
．
な
お
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
こ
う
し
た
行
為
を
「
司
法
的
行
為
」
と
し
て
い
る
が
、
一
般
に
、
こ
れ
は
、
「
準
司
法
的
行
為
」
と
呼
ば
れ
て

（
二
○
○
二
年
）
。

（
２
）
拙
稿
二
型

（
３
）
行
政
計
画
（

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
○
四
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（
１
）
 

フ
ァ
サ
ノ
判
決
に
お
い
て
は
、
機
能
的
分
析
に
よ
り
準
司
法
的
行
為
上
」
性
格
付
け
ら
れ
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
に
つ
い
て
厳
格
な
司
法
審

査
が
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
事
項
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
す
べ

（
２
）
 

て
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
に
適
法
性
の
推
定
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
、
一
貫
性
原
則
を
実
現
す
る
た
め
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の

司
法
的
統
制
を
拡
充
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
、
何
故
あ
る
一
定
の
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
準
司
法
的

行
為
と
し
て
性
格
付
け
、
厳
格
な
司
法
審
査
を
行
な
い
、
司
法
的
統
制
の
拡
充
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
可

能
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
は
条
例
形
式
で
な
さ
れ
る
か
ら
、
必
然
的
に
そ
れ
に
対
す
る
司
法
的
統
制
の
拡
充
が

図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
根
拠
が
示
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
機
能
的
分
析

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

’
○
五

第
一
章
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
厳
格
な
司
法
審
査
法
理

い
る
。

（
８
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
文
献
も
含
め
て
、
拙
稿
・
前
椙
狸
廷
（
１
）
参
照
。

（
９
）
拙
稿
・
前
掲
注
（
１
）
（
下
）
一
二
二
頁
～
’
二
六
頁
参
照
。

（
、
）
た
と
え
ば
、
入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
断
書
屋
に
関
す
る
法
律
二
一
条
一
項
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
髄
法
六
条
一
項
、
国
土
利
用

計
画
法
七
条
一
一
一
号
、
八
条
｜
一
一
暑
く
水
道
法
五
条
の
二
第
一
一
項
、
市
町
村
の
合
併
の
鉾
隅
例
に
関
す
る
法
律
五
条
七
項
、
地
方
公
営
企
業
法
四
一
一
一
条
一
項
、
地
方
自

治
法
二
条
四
項
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
適
等
に
関
す
る
法
律
三
条
一
項
な
ど
。

（
Ⅱ
）
日
本
で
は
、
整
合
性
の
原
則
を
定
め
る
規
定
は
訓
示
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
献
も
含
め
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
１
）
（
下
）

一
二
七
頁
、
’
三
○
頁
注
一
六
参
照
。
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準
司
法
的
行
為
と
性
格
付
け
ら
れ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
を
厳
格
に
司
法
審
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
言
及
す

る
判
例
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
ア
イ
ダ
ホ
州
最
高
裁
の
○
・
・
つ
の
『
ぐ
・
田
。
。
｛
○
．
目
ｇ
ｏ
・
ヨ
ョ
イ
の
。
｛
シ
：
○
・
目
Ｑ

（
４
）
 

（
ク
ー
パ
ー
判
決
）
が
あ
る
。
事
案
は
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
お
い
て
都
市
的
利
用
を
抑
制
し
て
麗
業
用
に
用
い
る
た
め
に
、

一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
一
戸
の
み
の
住
宅
の
建
設
が
認
め
ら
れ
る
地
域
に
指
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
で
そ
れ
に

従
っ
た
地
域
指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
土
地
の
選
択
権
（
○
日
目
）
を
購
入
し
た
者
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
参
事
会
に
対
し
、
移
動
式
住
宅
の

建
設
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
を
改
正
す
る
こ
と
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
に
、
こ
の
拒
否
決
定

ア
イ
ダ
ホ
州
最
高
裁
は
、
従
来
か
ら
統
治
機
関
の
行
為
に
認
め
ら
れ
て
き
た
「
高
度
の
謙
譲
は
、
そ
の
高
度
な
可
視
性
と
広
く
及
ぼ
さ

れ
る
イ
ン
パ
ク
ト
に
由
来
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
救
済
は
投
票
用
紙
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ
る
」
が
、
こ
の
よ
う
に

を
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
○
六

に
お
い
て
準
司
法
的
行
為
と
立
法
的
行
為
と
を
区
別
す
る
標
準
と
し
て
「
地
域
が
限
定
さ
れ
、
そ
の
対
象
の
小
規
模
な
」
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決

（
３
）
 

定
が
準
司
法
的
行
為
に
あ
た
る
と
し
て
対
象
地
域
の
限
定
性
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
の
み
が
両
者
の
区
別
の
標
準
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も

そ
れ
以
外
に
区
別
の
標
準
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
出
さ
れ
る
州
レ
ベ
ル
の
判
例
は
必
ず
し
も
対
象
地
域
の
限
定
性
の
み

を
も
っ
て
両
者
を
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
厳
格
な
司
法
審
査
が
行
な
わ
れ
る
と
す
る
の
み
で
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
な
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
明
確
に
は
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
点

に
つ
い
て
州
レ
ベ
ル
の
判
例
を
通
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
節
厳
格
な
司
法
審
査
の
必
要
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こ
の
よ
う
に
、
ク
ー
パ
ー
判
決
は
、
条
例
形
式
で
行
な
わ
れ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
で
あ
っ
て
も
、
個
人
が
し
た
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
申
請

に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
決
定
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
に
よ
り
「
直
接
的
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
の
権
利
」
を
保
護
す
る
必
要
か
ら
、

そ
の
法
的
性
質
を
「
裁
決
的
」
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
裁
決
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
準
司
法
的
」
と

同
じ
意
味
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
「
行
政
的
」
と
い
わ
れ
た
り
、
「
司
法
的
」
と
言
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
（
以
下
、
引
用
部
分
を

除
い
て
「
準
司
法
的
」
と
す
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
厳
格
な

司
法
審
査
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
示
さ
れ
た
趣
旨
は
、
結
局
、
大
多
数
の
者
に
影
響
を
与
え
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
は
民
主
的
な
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
統
制
し
、

少
数
者
あ
る
い
は
特
定
の
個
人
に
影
響
を
与
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
裁
決
的
、
つ
ま
り
準
司
法
的
と
性
格
付
け
、
裁
判
所
が
統

（
８
）
 

制
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
に
お
い
て
す
で
に
一
示
唆
さ
れ
て
は
い
た
が
、
ク
ー
パ
ー
判
決
以
降
、

（
９
）
 

一
般
化
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
て
高
度
の
謙
譲
を
「
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
機
関
の
決
定
が
個
人
の
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
申
請
に
対
す
る

（
５
）
 

も
の
と
し
て
行
な
わ
れ
る
場
ム
ロ
に
は
適
切
で
な
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
多
く
の
有
権
者
は
、
立
法
的
と
さ
れ
る
行

為
に
と
も
な
う
手
続
的
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
リ
テ
ィ
か
ら
、
公
平
な
あ
る
い
は
一
貫
し
た
取
り
扱
い
が
犠
牲
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮

（
６
）
 

し
な
い
し
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
関
心
も
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
の
た
め
、
「
こ
う
し
た
行
為
を
裁
決
的
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、

そ
し
て
、
そ
の
行
為
の
基
準
を
定
立
し
さ
え
す
れ
ば
、
直
接
的
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
の
権
利
を
…
…
保
護
す
る
こ
と
が
で
き

（【ｌ）

る
」
●
と
し
た
。

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
○
七
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と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
る
。

な
お
、
後
者
の
ど
の
よ
う
に
し
て
司
法
審
査
が
行
な
わ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を

用
い
て
行
為
の
実
体
問
題
の
審
査
が
行
な
わ
れ
る
の
か
と
い
う
意
味
で
「
司
法
審
査
基
準
」
（
の
白
目
口
己
。
ご
ロ
ｓ
ｏ
区
『
の
ご
】
の
葛
）
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
行
為
の
実
体
問
題
に
つ
い
て
い
か
な
る
程
度
の
司
法
審
査
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
意
味
で

（
Ｍ
）
 

「
司
法
審
査
の
範
囲
」
（
の
８
℃
の
。
【
〕
且
】
。
Ｅ
【
の
ぐ
一
の
三
）
と
し
て
語
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
一
般
的
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
司
法
審
査
基
準
の
語
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
用
語
法
に
置
き
換
え
れ
ば
、
審
理
の
手
法
な
い
し
方
法

次
に
、
機
能
的
分
析
に
よ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
標
準
を
も
っ
て
、
立
法
的
行
為
と
準
司
法
的
行
為
と
が
区
別
さ
れ
、
ま
た
、
準
司
法

的
行
為
と
性
格
付
け
ら
れ
た
統
治
機
関
の
行
為
が
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
審
査
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
併
せ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
が
出
さ
れ
た
前
年
で
あ
る
一
九
七
二
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
が
下

（
⑪
）
 

し
た
国
の
日
一
二
館
ぐ
・
Ｑ
Ｑ
ｏ
〔
『
口
８
日
四
（
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
）
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
と
並
ん
で
機
能
的
分
析
に
よ

（
Ⅲ
）
 

る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
厳
格
な
司
法
審
査
法
理
の
確
立
に
寄
与
し
た
先
例
と
し
て
よ
く
参
照
さ
れ
る
。
ま
た
、
両
方
の
点
に
つ
い
て
比
較
的
詳

（
旧
）

細
に
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
ミ
シ
ガ
ン
州
最
高
裁
の
【
『
。
ｐ
｛
ぐ
・
Ｑ
ｑ
・
｛
の
芹
の
『
｜
旨
、
国
の
】
ぬ
宮
（
ク
ロ
プ
フ
判
決
）
に
付
さ
れ
た
レ
ビ

（
田
）

ン
判
事
の
同
意
意
見
が
あ
る
。

第
二
節
機
能
的
分
析
と
司
法
審
査
基
準

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
○
八
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最
初
に
、
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
に
つ
い
て
見
る
。
事
案
は
、
単
一
家
族
住
宅
地
域
か
ら
多
家
族
住
宅
開
発
地
域
へ
地
域
指
定
を
変
更
す
る

ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
改
正
を
周
辺
住
民
ら
が
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
の
令
状
を
求
め
て
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
は
、
ま
ず
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
は
、
当

該
行
為
の
性
質
に
応
じ
て
行
政
的
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
立
法
的
で
あ
る
場
合
も
あ
る
」
が
、
「
ゾ
ー
｜
フ
グ
条
例
の
改
正
あ
る
い
は

土
地
の
再
分
類
を
行
な
う
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
は
、
…
…
公
平
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
」
り
、
「
そ
れ
ら
が
な
さ
れ
る
過
程
は
、
コ

ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
決
定
と
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
〔
第
一
次
的
な
（
ｏ
１
ｍ
ご
巴
）
〕
制
定
に
続
く
も
の
で
、
基
本
的
に
裁
決
的

（
巧
）

で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
裁
決
的
」
な
性
質
を
有
す
る
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
第
一
次
的
な
制
定
を
含
む
他
の
立

法
機
関
の
行
為
か
ら
区
別
す
る
標
準
と
し
て
、
対
象
と
な
る
人
の
範
囲
お
よ
び
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

ま
ず
、
人
の
範
囲
の
限
定
性
に
つ
い
て
、
二
股
に
、
地
方
公
共
団
体
の
立
法
機
関
が
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
決
定
し
、
ま

た
は
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
を
〔
第
一
次
的
に
〕
定
め
る
場
合
、
当
該
行
為
は
政
策
形
成
を
行
な
う
機
関
と
し
て
の
地
位
で
行
な
わ
れ
る
」
の

に
対
し
て
、
「
そ
れ
ら
の
下
で
な
さ
れ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
条
例
の
改
正
あ
る
い
は
再
分
類
は
、
同
じ
機
関
が
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

効
果
に
お
い
て
は
、
｜
方
当
事
者
が
主
張
す
る
権
利
と
他
方
当
事
者
が
主
張
す
る
そ
れ
と
の
間
の
裁
決
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
利
害
関

係
を
有
す
る
両
当
事
者
を
容
易
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
公
共
政
策
の
重
要
な
問
題
は
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
改
正

に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
〔
こ
れ
ら
の
行
為
は
〕
公
衆
一
般
と
い
う
よ
り
も
一
定
の
グ
ル
ー
プ
の
市
民
に
、
よ
り
大
き
な
影
響
を
与

（
旧
）

一
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

次
に
、
地
域
の
限
定
性
に
つ
い
て
、
ゾ
ー
ー
フ
グ
条
例
以
外
の
「
他
の
地
方
公
共
団
体
の
条
例
は
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
あ
る
い
は
個
人

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
○
九

フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
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法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

二
○

に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
全
体
を
通
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ゾ
ー
ニ
ン

グ
を
改
正
す
る
条
例
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
土
地
の
再
分
類
を
行
な
う
条
例
は
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
変
更
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ま

（
灯
）

さ
に
そ
の
地
域
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

な
お
、
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
「
裁
決
的
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
立
法
機
関
が
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
公
聴
会

の
開
催
を
、
「
州
法
、
チ
ャ
ー
タ
ー
あ
る
い
は
条
例
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
、
「
公
聴
会
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
決
定
形
成
過
程
が
、
関
係
を
有
す
る
市
民
個
々
人
の
権
利
に
対
し
て
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
〔
州
議
会

（
旧
）

の
〕
意
図
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
は
、
そ
れ
ま
で
「
立
法
的
権
限
」
の
行
使
と
見
ら
れ
て
き
た
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
改
正
あ
る
い
は

再
分
類
、
つ
ま
り
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
う
ち
、
そ
の
法
的
性
質
が
「
行
政
的
」
な
い
し
「
裁
決
的
」
、
つ
ま
り
準
司
法
的
な
も
の
が
あ
る
と

し
た
上
で
、
あ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
が
準
司
法
的
で
あ
る
か
立
法
的
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
の
標
準
と
し
て
、
対
象
と
な
る
人
お
よ

び
地
域
の
限
定
性
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
は
、
「
そ
の
効
果
」
が
「
裁
決

的
」
で
あ
る
が
故
に
、
利
害
関
係
を
有
す
る
人
の
範
囲
を
容
易
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
そ
れ
は
条
例
形
式
で
行
な
わ
れ
る

も
の
の
、
地
域
ご
と
の
規
制
を
変
更
す
る
も
の
だ
か
ら
、
通
常
の
条
例
が
持
つ
地
方
公
共
団
体
の
区
域
全
体
に
効
力
を
も
つ
と
い
う
属
性

（
旧
）

を
有
さ
ず
、
改
正
条
例
の
効
力
が
一
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
も
つ（
釦
）

ば
ら
地
域
の
限
定
性
に
着
目
し
て
お
り
、
対
象
と
な
る
人
の
範
囲
の
限
定
性
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
が
両
判
決
の
相
違
点
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
当
初
の
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
制
定
を
第
一
次
的
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
呼
ぶ
。
そ
の
後
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
も
条
例
の
改
正
と
し
て
な
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
の
、
と
り
わ
け
特
定
の
対
象
に
限
定
し
て
な
さ
れ

Hosei University Repository



ニ
レ
ピ
ン
同
意
意
見

次
に
、
ク
ロ
プ
フ
判
決
に
付
さ
れ
た
レ
ビ
ン
同
意
意
見
に
つ
い
て
見
る
。
事
案
は
、
単
一
家
族
用
住
宅
地
域
に
土
地
を
所
有
す
る
者
ら

が
、
そ
の
所
有
す
る
土
地
に
つ
き
、
地
域
指
定
を
多
家
族
住
宅
用
に
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
拒
否
さ
れ
た
の
で
、

そ
の
土
地
を
単
一
家
族
用
住
宅
に
指
定
し
て
い
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
が
そ
の
土
地
に
適
用
さ
れ
る
限
り
で
違
憲
で
あ
る
な
ど
と
主
張
し
て

争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
多
家
族
住
宅
を
排
除
す
る
こ
と
が
悪
意
的
で
、
気
ま
ぐ
れ
で
か
つ
事
実
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ

る
と
す
る
証
拠
が
な
い
な
ど
と
し
て
、
土
地
所
有
者
ら
の
主
張
を
認
め
た
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
。

レ
ビ
ン
同
意
意
見
は
、
地
方
公
共
団
体
の
統
治
機
関
（
こ
の
意
見
の
中
で
は
「
立
法
機
関
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
）
の
行
為
の
法

的
性
質
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ピ
ン
は
ま
ず
、
「
多
く
の
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
法
は
、
地
方
公
共
団
体
の
立
法
機
関
に
よ
る
ゾ
ー

ー
ー
ン
グ
決
定
が
立
法
的
行
為
に
相
当
す
る
こ
と
を
前
提
」
に
、
「
裁
判
所
が
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
に
よ
る
用
途
規
制
に
不
服
の
あ
る
土
地
所
有

者
に
対
し
当
該
『
立
法
」
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
一
一

る
断
片
的
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
変
更
を
部
分
的
（
口
の
８
日
の
画
一
へ
｝
且
目
目
口
］
）
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
い
い
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
全

域
に
わ
た
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
変
更
を
総
合
的
（
８
日
ご
『
：
の
口
の
耳
の
）
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
称
す
る
。
こ
の
分
類
に
従
え
ば
、
フ
レ
ミ
ン
グ

判
決
の
示
し
た
基
準
に
よ
る
と
き
、
少
な
く
と
も
、
部
分
的
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

総
合
的
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
が
、
人
の
範
囲
に
つ
い
て
の
と
こ
ろ
で
、
当
事
豆
者
を
容
易
に
特
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
が
「
裁
決
的
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
、
総
合
的
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
を
準
司
法
的
行
為
か
ら
除
外
す
る

趣
旨
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
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そ
し
て
、
「
開
発
が
す
で
に
完
了
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
よ
り
も
個
別
的
な
、
つ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
も
の

は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
挙
げ
た
区
別
の
標
準
に
鑑
み
る
と
、
「
通
常
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
は
、
制
定
法
の
形
式
で
制
定
さ
れ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
行
政
的
な
権
限
の
個
別
的
な
適
用
で
あ
っ
て
、
長
期
間
に
わ
た
る
利
害
関
係
に
基
づ
く
特
定
の
土
地
と
特
定
の

（
灘
）

開
発
を
求
め
る
申
請
の
間
で
な
さ
れ
る
選
択
に
影
響
を
与
一
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
。

レ
ビ
ン
同
意
意
見
は
、
一
般
的
に
「
地
方
公
共
団
体
の
立
法
機
関
」
の
行
為
を
「
立
法
的
」
な
も
の
と
、
「
行
政
的
」
な
、
つ
ま
り
準

司
法
的
な
も
の
と
に
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
決
定
に
あ
た
り
聴
聞
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
司
法
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
一
一
一

「
権
力
分
立
の
原
理
は
、
…
…
地
方
公
共
団
体
の
立
法
機
関
に
よ
る
行
政
権
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
」
く
、
「
国
家
に
よ
る
行
為
が

立
法
的
で
あ
る
か
、
行
政
的
で
あ
る
か
は
、
当
該
決
定
を
行
な
う
政
府
機
関
〔
が
い
か
な
る
機
関
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
〕
の
み
な
ら

（
副
）

ず
、
当
該
行
為
の
性
質
お
よ
び
そ
れ
に
採
用
さ
れ
る
手
続
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
す
る
。

次
に
、
「
立
法
的
行
為
」
と
「
行
政
的
行
為
」
を
区
別
す
る
標
準
と
し
て
、
「
あ
る
行
為
が
一
般
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
場
合
、

当
該
決
定
は
通
常
立
法
的
で
あ
る
」
の
に
対
し
、
「
そ
の
行
為
が
個
別
的
な
理
由
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
通
常
行
政
的

（
理
）

で
あ
る
」
と
す
る
。
あ
る
行
為
が
「
立
法
的
で
あ
る
場
合
、
政
府
機
関
は
聴
聞
（
可
の
ロ
コ
コ
殖
）
を
実
施
す
る
こ
と
な
く
当
該
行
為
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
、
司
法
審
査
は
、
当
該
行
為
が
不
合
理
で
あ
る
か
否
か
（
そ
し
て
、
し
た
が
っ
て
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
）
、
ま
た
は
そ
の
他
の
憲
法
上
の
】
刺
限
傷
蝉
脳
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
審
査
に
限
定
さ
れ
る
」
が
、
あ

る
行
為
が
「
行
政
的
で
あ
る
場
合
、
聴
聞
が
必
要
と
さ
れ
」
、
ま
た
、
「
司
法
審
査
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
の
は
、
当
該
決
定
が
、
記
録
全

体
か
ら
示
さ
れ
る
、
十
分
、
重
要
か
つ
実
質
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
こ
と
に

（
羽
〉

な
る
‐
と
す
る
。

そ
し
て
、
’
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行
政
機
関
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
実
質
的
証
拠
法
則
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
「
立
法
的
行
為
」

と
、
こ
こ
で
「
行
政
的
行
為
」
と
い
わ
れ
た
準
司
法
的
行
為
と
を
区
別
す
る
標
準
と
し
て
、
そ
の
決
定
機
関
だ
け
で
な
く
、
行
為
の
「
性

質
」
と
採
用
さ
れ
る
「
手
続
」
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
こ
で
彼
が
述
べ
て
い
る
行
為
の
性
質
と
は
、
そ
れ
が
「
一
般
的
な

理
由
」
よ
る
も
の
か
、
「
個
別
的
な
理
由
」
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
採
用
さ
れ
る
手
続
と
は
、
公
聴
会
（
自
昌
・
声
８
『
‐

曰
、
）
で
は
な
く
、
個
別
的
な
聴
聞
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
、
行
為
の
性
質
を
区
別
の
標
準

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
が
前
提
と
し
た
「
基
準
の
定
立
」
と
「
基
準
の
適
用
」
と
い
う
区
別
に
類
似
す
る
思
考
で
あ

る
が
、
手
続
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
サ
ノ
、
フ
レ
ミ
ン
グ
の
両
判
決
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
同
意
意
見
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
制
定
・
改
正
を
準
司
法
的
行
為
と
評
価
し
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
通
常
」
と
い
う
断
り
を
し
た
上
で
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
を
準
司
法
的
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
前
に
開
発
済
み
の
地
方
公
共
団
体
の
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
を
準
司
法
的
と
し
、
い
ま
だ
開
発
の
な
さ
れ
て
い
な
い
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、

ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
が
立
法
的
で
あ
る
と
見
る
余
地
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
、
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
や
フ
ァ
サ
ノ
判
決
で
意
識
さ
れ
て
い
る
ゾ

ー
ニ
ン
グ
が
第
一
次
的
な
も
の
で
あ
る
か
、
総
合
的
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
部
分
的
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
で
あ
る
か
の
区
別
を

意
識
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
第
一
次
的
な
制
定
と
改
正
の
す
べ
て
を
準
司
法
的
と
す
る
趣
旨
に
理

解
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
こ
の
事
件
で
は
、
実
質
的
に
は
部
分
的
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
拒
否
が
争
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に

（
笏
）

入
れ
る
と
、
結
局
、
レ
ビ
ン
同
意
意
見
で
は
、
こ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
こ
の
同
意
意
見
は
、
厳
格
な
司
法
審
査
基
準
と
し
て
実
質
的
証
拠
法
則
を
採
用
し
た
が
、
こ
の
こ
と
が
、
統
治
機
関
の
行
為
で

あ
っ
て
も
そ
れ
が
準
司
法
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
一
一
一
一
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三
機
能
的
分
析
の
標
準
と
厳
格
な
司
法
審
査
基
準

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
に
加
え
て
、
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
お
よ
び
レ
ビ
ン
同
意
意
見
に
よ
り
、
厳
格
な
司
法
審
査
が
ど
の
よ
う

〈
恥
）

な
も
の
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
ず
、
機
能
的
分
析
に
お
い
て
、
あ
る
行
為
の
法
的
性
質
が
準
司
法
で
あ
る
か
立
法
的
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
た
め
の
標
準
と
し
て

様
々
な
も
の
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
判
定
に
あ
た
っ
て
は
、
決
定
機
関
と
採
用
さ
れ
る
法
形
式
と
並
ん
で
、
基
準
の
定
立
に
あ

た
る
の
か
そ
れ
と
も
基
準
の
適
用
に
あ
た
る
の
か
、
対
象
と
な
る
人
や
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
個
別
的
な
理
由
に
基
づ
く

も
の
か
ど
う
か
、
ま
た
聴
聞
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
な
ど
の
様
々
な
要
素
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
相
互
に
対
立
す
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
複
数
の
標
準
に
よ
っ
て
、
あ
る
行
為
が
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
、
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
す
る
か
が
判
定
さ
れ

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
一
四

レ
ピ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
を
な
し
た
機
関
が
形
式
的
に
見
て
行
政
機
関
で
あ
る
か
ら
そ
の
行
為
の
『
即
法
審
査
に
お
い
て
実
質
的
証
拠

法
則
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
行
為
が
準
司
法
的
で
あ
る
と
性
格
付
け
ら
れ
る
が
故
に
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
に
お
い
て
も
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
に
お
い
て
も
、
厳
格
な
司
法
審

査
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
か
が
少
な
く
と
も
一
般
論
と
し
て
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
レ
ビ
ン
同
意
意
見
に
お
い
て
そ
れ
が
実

質
的
証
拠
法
則
を
適
用
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
す
ぐ
後
で
若
干
検
討
す
る
。

人
ロ
の
か
ど
う
か
、

は
な
く
、
む
し
ブ

る
こ
と
に
な
る
。

機
能
的
分
析
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
定
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
行
為
を
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付

け
る
に
あ
た
っ
て
、
統
治
機
関
が
そ
う
し
た
行
為
を
行
な
う
限
り
で
、
準
司
法
的
な
権
限
を
行
使
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ァ
サ
ノ
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判
決
に
お
い
て
は
、
準
司
法
的
行
為
を
行
な
う
統
治
機
関
は
、
行
政
機
関
と
類
似
す
る
性
質
を
有
す
る
と
の
理
解
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た

が
、
フ
レ
ミ
ン
グ
判
決
や
レ
ビ
ン
同
意
意
見
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
よ
り
も
明
確
に
、
統
治
機
関
が
準
司
法
的
行
為
を
行
な
う
こ
と
も
あ
る

と
し
た
も
の
の
、
行
為
の
性
質
の
み
に
着
目
し
、
機
関
と
し
て
の
性
質
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
レ
ビ
ン
同
意
意
見
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決

定
の
司
法
審
査
で
は
、
そ
れ
が
準
司
法
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
格
な
司
法
審
査
基
準
と
し
て
、
行
政
機
関
の
行
為
の
司
法
審
査
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
。
通
常
、
行
政
機
関
の
行
為
に
つ
い
て
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ

に
一
定
の
謙
譲
を
認
め
て
司
法
審
査
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
統
治
機
関
の
行
為
に
も
謙
譲
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
適
用
さ

れ
る
司
法
審
査
基
準
は
、
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
と
き
、
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル

ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
比
較
し
て
、
よ
り
厳
格
な
司
法
審
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
「
謙
譲
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
行
政
機
関
の
場
合
と
統
治
機
関
の
場
合
と
で
、
そ
の
程
度
に
違
い
が
あ
り
、
統
治
機
関
の
場
合
に
は
よ
り
高
度
な

（
幻
）

謙
譲
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
、
統
治
機
関
の
｛
汀
為
の
司
法
審
査
に
お
い
て
、
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ

る
と
、
そ
れ
が
厳
格
な
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
詳
細
化
さ
れ
た
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
機
能
的
分
析
を
通
し
た
厳
格
な
司
法
審
査
は
、
そ
の
後
、
い
く
つ

か
の
州
で
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
が
下
さ
れ
た
一
九
七
○
年
代
半
ば
以
降
に
判
例
で
明
示
的
に
こ
れ
を
受
容
し
た
州

（
鍋
）

（
豹
）

（
釦
）

（
別
）

（
皿
）

（
鋼
）
（
弧
）

と
し
て
、
た
と
え
ば
、
ア
イ
ダ
ホ
州
、
コ
ロ
ラ
ド
州
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
カ
ン
ザ
ス
州
、
モ
ン
タ
ナ
州
、
、
ネ
バ
ダ
川
な
ど

（
鍋
）

が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一

五
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（
３
）
亘
・

（
４
）
」
◎
」
亘
呂
・
』
ｓ
・
巴
一
℃
・
旨
程
『
（
后
ｇ
）
．
な
お
、
ク
ー
パ
ー
判
決
直
前
の
ア
イ
ダ
ホ
州
に
お
け
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
司
法
審
査
に
関
す
る
判
例
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
シ
『
ヨ
ニ
】
『
己
．
②
ヨ
ー
牙
・
］
『
・
・
冑
員
骨
冒
へ
宛
ｇ
愚
Ｅ
旦
記
恩
・
鼠
）
侭
ロ
時
、
§
ご
ョ
ら
・
ョ
の
②
員
煩
渭
鷺
冒
湯
さ
『
国
ｇ
Ｐ
Ｐ
一
百
シ
ェ
Ｃ
Ｆ
・
浮
く
・
９
－
（
一
君
』
）

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
一
一
ハ

（
１
）
圃
圏
二
．
ぐ
・
函
□
．
。
［
Ｄ
Ｃ
目
ご
Ｄ
Ｃ
冒
白
・
『
②
．
。
【
乏
閉
三
二
召
目
○
・
目
ご
》
③
ヨ
勺
・
呂
呂
（
。
『
』
召
“
）
．

（
２
）
フ
ァ
サ
ノ
判
決
は
、
「
地
方
公
共
団
体
の
統
治
機
関
に
よ
る
す
べ
て
の
ゾ
ー
ー
ラ
グ
決
定
が
立
法
的
行
為
と
し
て
完
全
な
適
法
性
の
推
定
を
受
け
」
「
権
力

分
立
の
理
論
に
よ
っ
て
、
合
憲
性
の
審
査
を
除
い
て
、
保
護
さ
れ
て
い
る
」
現
状
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
旨
・
異

参
照
。

（
５
）
《

（
６
）
『

戸
Ｉ
）
』
ロ
。
、
｛
①
、
Ｃ
ｌ
の
画
一
。

（
８
）
な
お
、
立
法
的
と
性
格
付
け
ら
れ
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
に
つ
い
て
も
、
合
憲
性
の
統
制
と
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー
ル
に
よ
る
統
制
が
な
さ
れ
る
か
ら
、

そ
れ
に
対
す
る
司
法
的
統
制
が
ま
っ
た
く
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

（
９
）
②
⑩
の
ロ
シ
昌
恩
戸
・
富
シ
ヱ
ロ
向
属
目
陣
］
Ｃ
目
三
・
℃
乙
鳥
・
宅
区
Ｚ
ｚ
三
○
シ
ｚ
□
○
ｏ
ｚ
『
百
一
、
。
『
ト
ン
ヱ
ロ
ロ
向
く
同
ｓ
昌
男
『
←
巴
（
⑰
二
〕
の
。
・
函
ｇ
』
）
．
な
お
、
合

衆
国
最
高
裁
は
、
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー
ル
を
は
じ
め
て
示
し
た
く
】
』
］
儲
の
。
［
向
巨
０
－
己
昌
・
シ
ョ
ワ
］
の
『
冗
困
］
ご
Ｃ
・
・
・
昌
曜
ご
・
の
．
壁
＆
ミ
印
ｐ
・
］
］
二
・
『
』

Ｆ
・
図
。
ｇ
②
（
』
窟
①
）
（
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
判
決
）
に
お
い
て
、
市
民
が
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
妥
当
性
に
不
満
が
あ
る
場
合
に
「
頼
る
べ
き
も
の
は
裁
判
所
で
は
な
く
、

投
票
用
紙
で
あ
る
」
（
含
め
・
９
．
ｍ
ご
ｇ
・
）
と
述
べ
て
い
る
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
判
決
に
つ
い
て
、
文
献
参
照
の
意
味
も
含
め
て
、
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
土
地
利
用

法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
形
成
（
上
）
」
本
誌
九
九
巻
二
号
一
五
一
頁
以
下
・
’
六
八
頁
～
一
七
二
頁
（
二
○
○
｜
年
）
参
照
。

（
、
）
⑫
」
三
口
⑪
画
・
唖
已
圏
画
。
⑪
９
勺
・
画
已
留
『
（
』
召
』
）
・

（
ｕ
）
い
、
．
」
の
己
昌
の
ｒ
宅
の
蔓
［
．
○
Ｃ
日
日
目
一
・
回
識
弔
ペ
ミ
⑩
○
○
ミ
ョ
ミ
片
貝
ご
菌
『
苫
ざ
ら
巳
㈲
冒
巨
口
恩
Ｄ
Ｒ
冴
旨
園
・
］
、
画
・
◎
鹿
Ｚ
ご
『
ｒ
』
層
・
炉
・
河
向
く
．
届
】
》
］
恩

（
皀
召
）
》
○
富
『
一
房
伊
・
の
旨
『
ロ
Ｃ
［
〕
陣
］
目
の
勺
・
器
の
目
一
ｍ
・
冒
鼻
首
へ
宛
⑯
蔦
ミ
ミ
ト
Ｃ
８
－
ｏ
ｇ
⑮
ミ
ヨ
⑮
ミ
［
）
§
凰
○
冨
牝
萱
迂
員
嘱
貢
】
ミ
冨
○
日
巨
§
＆
。
。
＆

口
員
同
忌
員
ｇ
ｚ
・
『
シ
炉
・
胃
『
・
ゴ
ミ
・
『
＄
－
く
ぎ
（
一
遷
争
）
》
元
・
三
鼬
『
一
ヨ
⑭
ョ
一
日
ご
】
の
［
『
司
鳥
「
冒
昏
②
冒
冨
＆
」
Ｎ
○
員
愚
ト
ロ
ミ
ヨ
ミ
蒼
Ｃ
時
・
ｇ
ｏ
ェ
』
．
，
胃
Ｚ
『
・
医
・

冗
嗣
く
．
①
②
言
巨
⑫
（
ご
ｍ
←
）
・

（
咽
）
筥
餉
二
・
三
・
閣
二
］
己

噂
の
）
◎

国
● 

③
』
』
弔
西
□
四
【
垣
⑰
Ｐ

〈
三
一
目
・
］
召
』
）
．
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（
型
）
国
・

（
弱
）
勿
蔚
シ
・
己
菖
『
、
『
－
．
，
戸
。
）
菖
欝
愚
：
）
旨
嘗
」
且
息
冨
巨
旨
員
Ｓ
「
蔚
酉
冒
的
口
的
自
暫
§
：
ミ
ミ
」
員
ミ
ミ
記
§
§
》
凸
ざ
（
）
目
。
」
習
欝
『
．
③
ご
愚
．

〈
、
）
』
扇
三
・
三
・
砲

（
躯
）
苞
・
呉
一
望
・

（
羽
）
嵐
．

〈
旧
）
の
愚
の
己
一
夢
》
且
己
冒
二
・
（
の
二
・
四
二
扇
・

（
型
も
っ
と
も
、
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
も
、
後
の
判
決
で
、
そ
の
判
断
基
準
の
一
つ
と
し
て
「
比
較
的
少
数
の
特
定
可
能
な
人
に
直
接
関
係
す
る
」
こ
と
を
挙

げ
て
お
り
（
ｚ
の
：
⑩
愚
⑩
『
『
・
・
唇
。
（
団
。
『
二
目
。
．
ｇ
四
句
・
筐
『
己
》
司
画
（
○
こ
む
己
）
・
）
、
結
局
、
同
州
で
は
殉
対
象
と
な
る
地
域
お
よ
び
人
の
限
定
性
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
、
一
貫
性
原
則
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
が
前
提
と
し
た
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
で
示

さ
れ
た
埜
準
の
適
用
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
判
断
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
皿
）
』
一
ｍ
三
・
三
・
量
禺
】
豊
．

戸へ戸へ戸へ_■

1８１７１６１５ 
，－、ロジ■－〆～〆

（
妬
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
同
◎
鴨
甸
少
・
○
巨
自
旨
、
｝
】
臼
已
・
勾
蔚
已
試
愚
曹
」
蔦
員
ミ
ミ
ロ
鴎
§
」
島
颪
詞
身
（
『
Ｅ
蔦
弓
曾
身
】
●
一
員
筍
貫
聖
・
時
ど
の

重
曹
」
齢
。
：
憩
昏
量
智
貢
瞬
§
凶
目
鳶
騏
『
四
三
『
２
．
Ｆ
・
胃
『
・
］
望
］
（
］
召
切
）
が
詳
し
い
。

（
訂
）
」
ご
Ｅ
シ
Ｚ
ｏ
Ｃ
ｚ
宛
尹
□
』
已
悶
宛
○
間
ｚ
切
言
屏
匿
鴎
犀
伜
曰
エ
Ｃ
筥
少
鯨
固
・
”
Ｃ
馬
元
・
房
『
Ｆ
シ
ｚ
・
ロ
麗
句
炉
シ
ヱ
ヱ
皀
○
坊
Ｚ
Ｄ
ｏ
Ｃ
Ｚ
『
罰
。
い
い
賢
く
鵠
『
１
鵠
⑨
（
』
忠
②
）
・

（
躯
）
②
恩
○
○
○
己
の
『
一
望
」
弓
・
呂
②
色
１
℃
臼
・

（
羽
）
吻
馬
の
ロ
『
こ
の
『
ご
・
Ｑ
ｑ
Ｃ
［
Ｆ
凹
穴
の
菫
。
。
。
。
、
穐
勺
・
図
○
弓
』
・
』
『
函
ｌ
ヨ
③
（
○
。
］
Ｃ
』
召
切
）
・

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

二
七

（
旧
）
Ｆ
の
ぐ
旨
ご
］
・
Ｃ
ｃ
Ｃ
ｐ
ｏ
巨
貝
旨
昶
・

（
Ｍ
）
な
お
、
大
濱
啓
吉
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
決
定
と
司
法
審
査
」
専
修
法
学
論
集
五
○
百
三
ハ
七
頁
以
下
・
七
一
頁
二
九
八
九
年
）
お
よ
び
同
「
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
行
政
決
定
と
司
法
審
査
の
手
続
問
題
」
専
修
法
学
論
集
五
二
回
亘
ハ
七
頁
以
下
・
七
一
頁
（
一
九
九
○
年
）
、
下
山
瑛
二
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

行
政
行
為
の
司
法
審
査
（
三
．
完
）
」
法
学
雑
誌
二
巻
三
号
二
八
頁
以
下
・
四
三
頁
～
六
○
頁
（
一
九
五
五
年
）
参
照
。

（
焔
）
ｇ
瞠
宅
・
醇
旦
貫
題
罠
。

Ｆ
・
シ
ヱ
ヱ
・
患
一
場
（
ご
計
）
。

量亘苞
●●● 
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法
掌
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

二
八

（
釦
）
②
８
弓
呉
の
『
・
言
回
］
の
⑩
。
、
＆
少
．
、
ロ
］
召
（
Ｃ
の
］
』
①
恩
）
・

（
虹
）
②
圏
切
二
・
○
『
○
○
色
。
｛
］
。
◎
ヨ
ヨ
・
『
碗
。
『
西
『
の
『
四
ａ
○
○
臣
ゴ
ミ
『
・
印
。
『
こ
の
『
。
③
日
切
◎
・
凹
巨
一
句
②
〈
句
一
口
』
垣
麗
）
．

（
犯
）
ｍ
ｇ
Ｃ
ｏ
ｌ
Ｑ
の
ｐ
ご
・
ロ
ゴ
。
『
○
ぐ
①
二
四
国
。
甸
凹
『
凌
留
一
石
・
函
ロ
］
＆
（
【
四
口
．
」
召
②
）
・

（
鍋
）
功
Ｒ
Ｆ
Ｃ
尋
の
ぐ
・
Ｑ
ｑ
ｏ
ｍ
富
】
】
⑩
⑩
ｏ
已
四
》
、
呂
勺
・
圏
留
』
》
患
←
（
三
○
昌
・
］
ミ
ニ
）
・

（
鋤
）
②
恩
司
。
『
昌
自
く
・
口
凋
一
の
『
豈
己
［
ミ
ロ
『
巨
砲
⑪
陣
三
色
『
丙
の
扇
・
旨
◎
・
巴
①
勺
・
医
局
農
（
ｚ
の
ぐ
・
」
①
『
←
）
・

（
躯
）
も
っ
と
も
、
州
レ
ベ
ル
の
判
例
で
は
、
機
能
的
分
析
を
通
し
た
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
厳
格
な
司
法
審
査
を
行
な
う
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
と
く
に
フ
ァ
サ
ノ
判

決
を
批
判
す
る
も
の
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
最
高
裁
の
三
豊
ぐ
・
Ｑ
ｑ
ｏ
｛
の
８
耳
⑪
８
－
①
．
］
国
『
シ
『
厨
・
］
ミ
・
臼
顕
で
』
こ
ぎ
］
（
］
①
ｇ
）
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
最
高
裁
の
シ
『
口
の
一
口
の
『
の
］
Ｃ
目
】
の
員
○
。
『
・
ロ
豆
・
〔
○
○
②
〔
四
三
の
困
・
圏
ｎ
口
』
．
⑭
□
巴
』
・
Ｓ
ｃ
田
・
旨
認
画
（
］
＠
ｇ
）
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
際
高
裁
の
い
｛
胃
の

ぐ
・
Ｑ
ｑ
○
ｍ
宛
。
：
の
⑱
（
の
『
》
函
＄
Ｚ
・
言
・
旨
、
爵
（
冨
目
」
召
②
）
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
簸
高
裁
の
エ
四
一
］
で
、
ぐ
ヨ
晩
Ｃ
Ｑ
ぐ
・
爵
一
一
○
．
百
口
・
圏
『
の
、
．
二
・
侭
③
ｍ
・
向
・
臣

『
畠
（
』
召
の
）
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
股
高
裁
の
Ｑ
媚
の
円
く
・
Ｑ
ご
Ｃ
【
。
ｐ
】
色
目
・
囲
唖
室
の
ｓ
・
臼
①
．
仁
函
Ｚ
．
ご
「
・
置
屋
函
（
」
①
＄
）
、
パ
ー
ジ
ー
ー
ァ
州
最
高
裁
の
幻
・
○
・

三
○
○
『
の
国
巨
＆
口
演
○
○
・
ぐ
・
ｎ
ｏ
日
日
〔
。
『
吾
の
宛
の
己
８
－
。
〔
Ｃ
ａ
旨
目
、
の
宛
（
○
）
，
忠
‐
屋
囹
②
ご
ｍ
・
←
霞
・
患
］
印
・
因
・
呂
留
『
（
］
９
。
）
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
最

高
裁
の
Ｃ
巳
冒
ぐ
・
『
・
毛
旨
。
［
Ｄ
Ｃ
Ｑ
ｍ
⑦
ご
一
］
｝
の
．
』
圏
三
一
②
．
圏
巴
っ
．
⑭
の
一
三
・
三
・
Ｅ
』
も
（
后
思
）
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
般
高
裁
の
三
、
の
四
目
ぐ
・
Ｑ
ｑ
Ｃ
Ｃ
目
９
－

。
『
。
ご
・
『
臣
『
、
曰
】
の
．
畠
】
勺
・
臣
】
Ｓ
』
（
三
里
。
』
召
画
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
股
高
裁
判
決
（
悼
冨
ヱ
ミ
・
＆
９
ｍ
）
を
除

い
て
、
一
貫
性
原
則
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
が
正
当
な
ポ
リ
ス
・
パ
ワ
ー
の
行
使
で
な
い
と
し
て
争
わ
れ
た
り
、
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
違
反
が
主
張
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
対
象
と
な
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
お

い
て
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
法
理
を
自
ら
の
州
の
従
来
の
判
例
法
理
と
は
異
な
る
と
の
理
由
の
み
で
機
能
的
分
析
を
採
用

し
な
い
と
す
る
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
最
高
裁
判
決
の
原
判
決
は
、
「
我
々
は
、
特
館
の
あ
る
い
は
規
模
の
小
さ
な
区
画
の
再
ゾ
ー
ー
ー

ン
グ
を
立
法
的
行
為
で
は
な
く
、
行
政
的
な
い
し
司
法
的
行
為
と
す
る
こ
れ
ら
諸
判
決
の
論
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
改
正
は
、

条
例
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
定
を
執
行
し
あ
る
い
は
実
現
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
立
法
的
で
あ
る
」
と
述
べ
て
〈
Ｃ
巳
目
ぐ
・
曰
９
百
。
〔

Ｃ
・
月
の
ぐ
一
一
一
の
》
鵠
一
三
・
三
・
園
『
負
『
窟
（
二
房
・
少
己
己
』
①
震
）
）
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
を
批
判
し
て
お
り
、
最
高
裁
も
、
「
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
改
正
の
拒
否
は
、
法

を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
立
法
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
を
解
釈
適
用
す
る
司
法
的
行
為
で
な
く
、
ま
た
法
を
塾
汀
し
あ
る
い
は
実
現
す
る
も

の
で
も
な
い
」
と
し
て
（
②
霞
ｚ
量
・
豊
』
＄
』
患
）
、
原
判
決
を
支
持
し
て
お
り
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
の
判
例
法
理
を
採
用
し
な
い
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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機
能
的
分
析
を
通
し
た
厳
格
な
司
法
審
査
は
一
貫
性
原
則
が
問
題
と
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ゾ
ー
ー
ラ
グ
を
争
う
訴
訟
に
お

（
１
）
 

い
て
一
般
に
行
な
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
検
討
課
題
で
あ
る
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
実
体
的
統
制
に
関
す
る
判
例
法
理
の
展
開

に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
役
割
を
果
た
し
た
判
例
と
し
て
次
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
｜
貫

性
原
則
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
の
実
質
的
証
拠
法
則
の
適
用
に
つ
い
て
論
じ
た
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
の
○
『
の
①
。
ぐ
・
田
こ
ぎ
、
ａ

（
２
）
 

（
グ
リ
ー
ン
判
決
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
一
貫
性
原
則
と
厳
格
な
司
法
審
査
の
関
係
や
機
能
的
分
析
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
フ

（
３
）
 

ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
田
。
。
『
Ｏ
・
目
ご
○
・
日
日
『
⑪
。
｛
国
『
の
ぐ
囚
ａ
ｏ
ｏ
目
ｑ
『
・
の
ロ
］
・
の
『
（
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
）
で
あ
る
。

前
章
で
見
た
レ
ピ
ン
同
意
意
見
は
、
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
の
司
法
審
査
に
お
い
て
厳
格
な
司
法

審
査
基
準
と
し
て
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
の
グ
リ
ー
ン
判
決
は
、
一
貫

性
原
則
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
司
法
審
査
に
お
け
る
実
質
的
証
拠
法
則
の
適
用
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

事
案
は
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
お
い
て
農
業
用
と
さ
れ
て
お
り
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
で
農
業
お
よ
び
製
材
所
の
建
設
の
み
が

認
め
ら
れ
て
い
る
土
地
区
画
に
つ
き
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
参
事
会
が
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
を
改
正
し
て
、
当
該
土
地
区
画
を
重
工
業
用
と
し
た

（
４
）
 

｝
」
と
を
近
隣
住
民
が
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

二
九

第
二
章
厳
格
な
司
法
審
査
と
一
貫
性
原
則

第
一
節
実
質
的
証
拠
法
則
の
適
用
ｌ
グ
リ
ー
ン
判
決
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法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
二
○

オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
な
ど
の
同
裁
判
所
の
先
例
を
挙
げ
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
の
よ

う
に
準
司
法
的
行
為
と
性
格
付
け
ら
れ
る
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
が
争
わ
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し

（ＰＯ） 

た
上
で
、
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
一
貫
性
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
が
争
わ
れ
て
い
る
事
件
に
お
け
る
こ
の
法
則
の
適
用
に
つ
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
｜
貫
性
原
則
違
反
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
、
「
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
当
該
変
更
が
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
示
さ
れ

た
諸
政
策
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
質
的
証
拠
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と
認
定
さ
れ
れ
ば
、
当
該
決
定
は
、
十
分
な
司

（
６
）
 

法
的
監
督
の
及
ば
な
い
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
す
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
に
実
質
的
証
拠
法
則
に
よ
り
司
法
審

査
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
プ
ラ
ン
を
解
釈
し
、
そ
し
て
艘
状
さ
れ
た
プ
ラ
ン
に
〔
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
〕
変

更
が
適
合
す
か
ど
う
か
は
、
地
方
公
共
団
体
の
レ
ベ
ル
お
い
て
こ
そ
適
切
に
判
断
さ
れ
る
‐
｜
と
し
つ
つ
、
「
そ
こ
に
は
、
プ
ラ
ン
と
そ
の

実
現
に
つ
い
て
熟
知
し
て
お
り
、
直
接
的
に
事
実
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
統
治
機
関
が
存
在
す
る
」
の
だ
か
ら
、
「
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス

に
お
け
る
司
法
審
査
は
、
〔
統
治
機
関
に
よ
る
〕
…
…
決
定
が
裏
付
け
と
な
る
も
の
を
認
定
し
た
上
で
行
な
わ
れ
て
い
る
否
か
を
記
録
か

（
７
）
 

ら
判
僻
剤
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
記
録
に
お
い
て
「
示
さ
れ
る
理
由
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
司

法
審
査
が
行
な
わ
れ
れ
ば
」
、
地
一
々
公
共
団
体
に
と
っ
て
は
、
「
プ
ラ
ン
や
条
例
、
政
策
に
つ
き
、
そ
の
意
図
し
な
い
よ
う
な
解
釈
が
裁
判

所
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
」
し
、
逆
に
裁
判
所
に
と
っ
て
も
、
記
録
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
「
決
定
の
理

由
が
十
分
に
示
さ
れ
る
こ
と
「
｜
に
な
る
と
と
も
に
、
統
治
機
関
の
「
プ
ラ
ン
の
解
釈
と
実
現
に
関
す
る
知
識
の
提
供
を
受
け
得
る
こ
と
に

（
８
）
 

な
り
、
意
図
し
な
い
誤
解
の
生
じ
る
可
能
性
が
最
小
化
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
グ
リ
ー
ン
判
決
は
、
一
貫
性
原
則
が
争
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
の
実
質
的
証
拠
法
則
の
適
用
に
つ
い
て
論
じ
、
さ
ら
に
、

一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
決
定
の
厳
格
な
司
法
審
査
に
お
い
て
、
実
質
的
証
拠
法
則
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
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て
述
べ
た
。
こ
の
判
決
は
、
後
者
に
つ
い
て
論
じ
る
な
か
で
、
実
質
的
証
拠
法
則
を
採
用
す
べ
き
理
由
と
し
て
、
裁
判
所
よ
り
も
地
方
公

共
団
体
の
統
治
機
関
の
方
が
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
適
切
に
「
解
釈
」
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
実
現
に
お
い
て
も
適

切
な
措
置
を
と
り
う
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
土
地
利
用
法
の
分
野
に
お
い
て
、
行
政
機
関
で
あ
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
委
員
会
の
決

定
に
謙
譲
を
認
め
、
そ
れ
に
実
質
的
証
拠
法
則
を
適
用
す
べ
き
と
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
に
類
似
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
、
ゾ
ー
ニ
ン

グ
委
員
会
の
決
定
に
こ
の
法
則
が
適
用
さ
れ
る
理
由
は
、
同
委
員
会
の
委
員
は
裁
判
所
が
信
頼
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
専
門
家
（
２
‐

（
９
）
 

己
の
耳
）
で
あ
る
｝
」
と
、
あ
る
い
は
、
同
委
員
会
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
現
況
に
精
通
し
て
お
り
、
裁
判
所
こ
れ
に
関
す
る
知
識
を
欠
い

（
Ⅶ
）
 

｛
Ⅲ
）
 

て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
判
決
は
、
統
治
機
関
の
構
成
員
で
あ
る
委
員
や
議
員
が
「
専
門
家
」
で
あ
る
と
は
し
な
か
っ
た

が
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
委
員
会
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
か
ら
実
質
的
証
拠
法
則
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
判
決
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
判
例
と
し
て
は
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
、
準
司
法
的
行
為
の
司
法
審
査
に
お
い
て
実
質
的
証
拠
法

則
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
オ
レ
ゴ
ン
州
で
、
判
例
上
、
統
治
機
関
の
準
司
法
的
行
為
の
司

〈
肥
）

法
審
査
に
お
い
て
実
質
的
証
拠
法
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
的
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
が
下
し
た
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
以
来
の
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
ゾ
ー

ニ
ン
グ
決
定
の
厳
格
な
司
法
審
査
に
つ
い
て
の
判
例
法
理
を
受
容
し
た
判
決
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
一
貫
性
原
則
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
訴
訟
に
お
け
る
厳
格
な
司
法
審
査
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
機
能
的
分
析
に
つ
い
て
、
ゾ
ー
ー
ラ
グ
決
定
を
類
型

化
し
、
そ
の
区
別
の
標
準
と
立
法
的
行
為
と
準
司
法
的
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
一
一
一

第
二
節
機
能
的
分
析
と
一
貫
性
原
則
ｌ
ス
ナ
ィ
ダ
ー
判
決
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法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
一
一
一
一

リ
グ
州
で
は
一
九
八
○
年
代
半
ば
に
土
地
利
用
に
関
す
る
制
度
改
革
が
な
さ
れ
、
一
貫
性
原
則
の
実
質
的
な
強
化
が
は
か
ら
れ
た
が
、
同

州
の
い
く
つ
か
の
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
こ
の
改
革
さ
れ
た
制
度
の
下
で
の
厳
格
な
司
法
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て

（
週
）

き
た
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
は
、
こ
の
議
論
に
決
着
を
つ
け
た
最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
注
目
さ
れ
た
判
例
で
あ
る
。
フ
ロ
リ

ダ
州
の
下
級
審
裁
判
例
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
の
で
（
第
五
章
第
一
節
）
、
こ
こ
で
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
の
背
景
と
し
て
、
フ
ロ

リ
ダ
州
に
お
け
る
一
九
八
○
年
代
の
制
度
改
革
に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
’
九
八
五
年
に
い
わ
ゆ
る
成
長
管
理
法
が
、
一
九
七
五
年
地
方
公
共
団
体
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

（
川
）

法
（
Ｆ
Ｃ
Ｂ
｝
Ｄ
Ｃ
ぐ
の
『
ロ
曰
の
日
Ｏ
Ｃ
Ｂ
□
『
の
ロ
の
ロ
⑪
亘
の
勺
］
四
目
ご
“
シ
◎
一
・
［
』
召
、
）
を
改
正
し
て
制
定
さ
れ
た
。
八
五
年
法
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ

ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
が
「
秩
序
が
あ
り
調
和
の
と
れ
た
将
来
に
お
け
る
…
…
開
発
」
の
た
め
の
「
原
理
、
指
針
お
よ
び
基
準
」
を
含
む
も
の

（
巧
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
を
含
む
す
べ
て
の
開
発
命
令
（
Ｑ
①
ぐ
①
一
・
℃
日
の
ロ
芹
。
『
□
の
『
）
は
「
コ
ン
プ
リ

（
肥
）

ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ー
フ
ン
に
従
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
七
五
年
法
に
お
い
て
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
た
一
貫
性
原

則
を
強
化
し
て
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
す
べ
て
の
土
地
利
用
決
定
が
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
義
務
付
け

（
、
）

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
説
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
は
地
方
公
共
団
体
の
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ

（
旧
）

ブ
・
プ
ラ
ン
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
お
け
る
土
地
利
用
を
決
定
す
る
た
め
の
「
第
一
次
的
な
源
泉
」
な
い
し
「
優
越

（
四
）

的
な
政
蜑
奎
二
言
」
と
し
て
位
置
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
で
住
居
用
に
用
い
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ゾ
ー
ー
ー
ン

グ
条
例
で
単
一
家
族
用
住
宅
の
建
設
が
認
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
所
有
者
ら
が
、
一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
一
五
戸
の
建
築
が
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
を
改
正
し
て
地
域
指
定
を
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
請
を
し
た
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
参
事
会
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
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フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
「
立
法
機
関
と
し
て
の
地
位
で
活
動
す
る
場
合
の
〔
統
治
機
関
で
あ
る
〕
参
事
会
の
政
策
形
成
作
用
は
尊
重

さ
れ
る
か
ら
、
当
該
行
為
は
、
そ
れ
が
正
当
に
議
決
可
能
で
あ
る
限
り
維
持
さ
れ
る
」
の
に
対
し
、
「
準
司
法
機
関
と
し
て
の
地
位
で
す

る
参
事
会
の
決
定
は
、
サ
ー
シ
オ
レ
ィ
ラ
イ
に
よ
る
審
査
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ
が
十
分
な
実
質
的
証
拠
（
醗
巨
ご
印
宮
口
昌
一
８
日
ロ
の
（
の
貝

の
ぐ
己
８
８
）
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
機
能
的
分
析
と
厳
格
な
司
法
審
査
の
採
用
す
る

（
釦
）

こ
と
を
宣
一
一
一
一
口
し
、
「
参
事
会
の
行
為
が
立
法
的
で
あ
る
か
準
司
法
的
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
は
、
審
理
（
彦
の
四
『
ご
胸
）
の
性
質
で
あ
」

り
、
「
立
法
的
行
為
は
政
策
の
一
般
原
則
の
定
立
に
行
き
着
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
司
法
的
行
為
は
、
政
策
の
一
般
原
則
の
適
用

で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
第
一
次
的
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
制
定
は
通
常
立
法
的
と
判
断
さ
れ
る
」
こ
と

に
な
り
、
ま
た
、
「
公
衆
の
大
部
分
に
影
響
を
与
え
る
総
合
的
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
が
立
法
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
は
「
明
ら
か
」

（
別
）

で
あ
る
の
に
対
し
、
「
申
請
に
対
す
る
参
事
会
の
行
為
は
準
司
法
的
行
為
と
し
て
の
性
質
を
有
」
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
、
準
司
法
的
行
為
に
対
し
厳
格
な
司
法
審
査
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
理
由
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
厳
格
な
審
査
と

い
う
言
葉
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
へ
の
厳
格
な
服
従
（
の
（
『
目
８
日
□
一
国
。
８
）
の
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
土

地
利
用
決
定
に
対
す
る
審
査
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
い
く
つ
か
の
恵
法
訴
訟
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
厳
格
な
審
査
の
類
型
と
し

（
配
）

て
用
い
ら
れ
る
場
ム
ロ
と
で
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。

ス
ナ
ィ
ダ
１
判
決
が
採
用
す
る
機
能
的
分
析
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
と
同
様
に
統
治
機
関
の
機
関
と
し
て
の
性
質
に
着
目
し
、
そ
の
活
動

の
内
容
に
応
じ
て
そ
の
地
位
が
変
化
す
る
と
見
て
、
統
治
機
関
が
「
準
司
法
機
関
」
の
地
位
で
活
動
す
る
場
合
に
、
厳
格
な
司
法
審
査
を

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

’一一一一一

あ
る
。

た
た
め
、
そ
の
拒
否
決
定
が
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
主
張
し
て
争
っ
た
も
の
で
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四

行
な
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
厳
格
な
司
法
審
査
を
行
な
う
こ
と
の
目
的
を
一
貫
性
原
則
の
実
現
の
必
要
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は

準
司
法
的
行
為
が
「
政
策
の
一
般
原
則
の
適
用
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
基
準
と
し
て
の
コ
ン
ブ
ｊ
塗
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
と
そ
の
適
用

と
し
て
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
と
の
「
厳
格
な
適
合
」
と
い
う
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
厳
格
な
適
合
が

必
要
だ
か
ら
こ
そ
「
厳
格
な
審
査
」
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ク
ー
パ
ー
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

（
瓢
）

フ
ァ
サ
ノ
判
決
以
来
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
決
定
に
よ
り
直
接
的
に
影
響
を
受
け
る
者
の
権
利
保
護
の
必
要
と
い
う
こ
と
と
異
な
る
。
厳
格
な
司

法
審
査
が
必
要
で
あ
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
一
貫
性
原
則
の
実
現
を
挙
げ
る
の
は
、
た
し
か
に
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
以
前
か
ら
、
学
説
に

お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
一
貫
性
原
則
を
定
め
る
州
法
の
実
体
規
定
を
実
現
す
る
た
め
に
厳
格
な
司
法
審
査

が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
司
法
審
査
の
範
囲
の
拡
張
が
実
体
法
の
解
釈
の
結
果
と
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
一
貫
性
原
則
と
機
能
的
分
析
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
州
レ
ベ
ル
の
判
例
に
お
い
て
明
確
に
示

さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
、
機
密
能
的
分
析
の
下
で
も
第
一
次
的
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
総
合
的
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
立
法
的
行
為
で
あ
る
こ
と
が
、
お
そ

ら
く
州
レ
ベ
ル
の
判
例
で
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
機
能
的
分
析
に
よ
る
と
き
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、

後
に
見
る
よ
う
に
大
き
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
第
四
章
第
一
一
節
参
照
）
。

そ
し
て
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
が
示
し
た
厳
格
な
司
法
審
査
に
お
け
る
テ
ス
ト
は
、
「
十
分
な
実
質
的
証
拠
」
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
十
分
な
実
質
的
証
拠
と
い
う
の
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
諸
州
の
裁
判
所
で
も
連
邦

裁
判
所
で
も
行
政
機
関
の
行
為
の
司
法
審
査
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
「
実
質
的
証
拠
法
則
」
を
修
正
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る

も
の
で
、
あ
る
決
定
が
十
分
な
実
質
的
証
拠
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
は
、
行
政
機
関
に
よ
る
「
最
終
的
な
〔
事
実
の
〕
認
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前
章
お
よ
び
本
章
で
見
た
よ
う
に
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
以
降
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
厳
格
な
司
法
審
査
に
関
す
る
判
例
法
理
は
、
各
州
に
お
け

る
判
例
の
展
開
を
通
し
て
詳
細
化
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
実
体
的
統
制
は
、

こ
の
判
例
法
理
の
一
つ
の
適
用
場
面
に
す
ぎ
な
い
が
、
裁
判
所
は
「
一
貫
性
要
件
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
、
よ
り
厳
格

（
幻
〉

な
司
法
審
査
の
必
要
な
準
司
法
的
行
為
と
し
て
取
り
扱
う
傾
向
」
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
一
貫
性
原
則
が
扱
わ
れ

た
ケ
ー
ス
で
機
能
的
分
析
に
関
す
る
判
例
が
展
開
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
の
フ
ァ
サ
ノ
判
決
や
グ
リ
ー

ン
判
決
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
な
ど
は
、
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

定
を
維
持
す
る
た
め
に
依
拠
す
る
証
拠
が
、
十
分
に
関
連
性
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
到
達
し
た
結
論
を
裏
付
け
る
の

〈
班
）

に
適
切
な
、
ム
ロ
理
的
に
考
え
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
な
資
料
」
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
ス
ナ
ィ
ダ
ー
判
決
は
、
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
「
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
へ
の
厳
格
な
服
従
」
を
確
保
す
る
た
め
に
厳
格
な
司

法
審
査
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
｜
貫
性
原
則
が
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
と
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
と
の
「
厳
格
な
服
従
」
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
一
般
に
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
は
、
厳
格
な
審
査
を
求
め
る
の
み
で
厳
格

（
配
）

な
服
従
を
求
め
る
趣
」
曰
の
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
本
稿
の
課
題
に
含
ま
れ
る
も
の
だ
が
、

こ
れ
に
触
れ
る
暇
が
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
１
）
ゾ
ー
ー
ラ
グ
に
関
係
す
る
訴
訟
で
、
｜
貫
性
原
則
に
関
す
る
ケ
ー
ス
の
ほ
か
に
、
機
能
的
分
析
に
よ
っ
て
厳
格
な
司
法
審
査
が
行
な
わ
れ
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
も
の
と
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
二
五
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（
２
）
西
引
。
『
。
③
③
輿
囲
山
田
・
函
。
巴
、
（
巳
『
①
）
．

（
３
）
⑤
函
『
、
○
・
画
。
一
○
℃
（
司
冨
・
】
垣
垣
』
）
．

（
４
）
な
お
、
グ
リ
ー
ン
判
決
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
後
の
判
例
の
状
況
も
含
め
て
、
○
口
ｑ
言
・
二
言
９
日
》
Ｚ
。
｛
の
》
鷺
。
ご
賞
賄
Ｄ
Ｃ
ミ
・
ゴ
ミ
曾
ご
尋
⑩
（
ご
言
冒
甸
‐

嵜
菖
凰
烏
国
冒
費
§
烏
ｇ
§
ぬ
何
，
百
輪
鴎
．
⑪
③
。
”
卜
・
罰
向
く
．
億
一
（
】
ヨ
ペ
）
が
詳
し
い
。

（
戸
ｂ
）
切
画
画
宅
・
碑
Ｑ
■
芹
鍾
函
Ｃ
ｌ
⑭
四
』
。

（
Ｒ
ｕ
）
切
画
画
宅
窟
Ｑ
、

戸
ｂ
）
号
ａ
・
口
芹
⑭
画
』

（
守
Ｉ
）
弓
』
凹
戸
⑭
頤
唖
。

（
、
Ｕ
）
畠
巨
・
口
〔
』
噛
鱒

（
９
）
②
恩
○
・
鮪
の
Ｃ
ａ
◎
回
甸
四
ぐ
旨
い
。
◎
・
ぐ
・
国
一
巴
己
の
Ｏ
Ｃ
Ｐ
ロ
ロ
》
①
②
己
四
宮
ｏ
『
』
Ｐ
ヨ
凹
勺
’
凹
已
』
震
．
』
震
（
』
ヨ
ヨ
）
・

（
皿
）
切
隠
②
．
ｍ
○
○
乏
陸
目
ぐ
・
宍
の
【
Ｐ
と
ｚ
・
忌
・
画
ユ
患
】
・
学
認
三
・
国
．
』
Ｑ
ｇ
ｍ
》
三
・
国
・
の
・
圏
望
む
（
］
君
『
）
印
○
Ｃ
ご
口
の
二
。
自
勾
の
の
。
こ
『
ｏ
の
切
勾
の
８
『
⑥
『
『
し
巨
昌
く
・
勺
］
■
ご
‐

コ
ヨ
頤
凹
ｐ
Ｑ
Ｎ
Ｃ
已
口
硯
。
○
白
日
ゴ
マ
函
蹟
○
○
コ
ロ
，
『
閏
・
＆
の
シ
・
』
ロ
『
＆
》
『
嵐
（
］
ｇ
』
）
・

（
ｕ
）
一
般
論
と
し
て
は
、
Ｄ
・
農
５
○
・
四
シ
⑦
量
Ｚ
伜
］
己
巨
菖
○
○
蔦
シ
ロ
］
ご
目
自
室
⑪
胃
く
目
．
ご
召
富
国
曹
冒
景
少
Ｚ
ｐ
Ｅ
ｚ
□
□
向
く
層
○
冒
回
胃
Ｃ
Ｃ
Ｚ
‐

『
幻
○
Ｆ
閉
勇
至
ご
“
－
範
◎
“
（
函
ロ
ロ
の
ロ
。
ご
由
⑤
）
》
］
ロ
ロ
レ
ヱ
ｎ
ｏ
ｚ
宛
シ
ロ
］
己
同
元
○
両
竃
印
宝
同
『
ロ
河
陣
目
臣
Ｃ
冒
鈩
⑰
句
・
丙
○
国
団
幻
『
の
〕
Ｆ
シ
ｚ
Ｄ
ｐ
闇
句
Ｆ
シ
ヱ
ヱ
三
○
シ
ｚ
ロ
○
ｏ
ｚ
曰
宛
○
い

げ
シ
毛
呂
⑤
－
圏
、
（
后
冨
）
を
参
照

（
、
）
な
お
、
グ
リ
ー
ン
判
決
は
、
一
九
七
六
年
四
月
に
下
さ
れ
た
が
、
同
年
一
月
に
出
さ
れ
た
言
の
鷺
の
『
ゴ
シ
ョ
ロ
配
の
己
の
貝
Ｃ
Ｏ
・
ぐ
．
。
ご
Ｃ
｛
印
ご
『
ご
噸
【
】
の
戸

呂
一
○
『
貫
麗
⑰
毛
・
旨
＄
画
・
患
哩
（
』
召
の
）
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｆ
ｇ
１
の
用
の
百
。
己
⑫
》
Ｎ
目
貫
、
馨
。
（
】
苫
ミ
ロ
言
臼
胃
再
）
胃
③

再
）
＆
⑮
『
｝
ご
崎
：
尋
。
、
爵
（
』
量
③
員
言
②
員
震
国
・
ロ
・
Ｐ
幻
同
『
・
『
ｓ
・
巴
切
－
ｍ
ｇ
（
］
富
←
）
も
参
照
。

（
皿
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
目
毎
．
冒
閉
○
・
勺
の
］
ず
Ｐ
Ｂ
・
の
撞
白
②
こ
筐
蔓
⑤
旨
』
記
周
○
嵐
品
鰯
叱
』
Ｑ
）
ミ
ミ
⑮
ミ
ミ
ビ
◎
嵩
等
③
功
ご
烏
『
ロ
ｇ
薗
○
菖
冒
旦
暮
②
Ｄ
Ｃ
菌
酎
‐

穂
斡
旦
宛
⑩
。
§
§
鳥
貝
．
。
］
・
伊
勇
ロ
ロ
闇
伜
因
ｚ
く
目
・
Ｐ
』
念
（
］
＄
』
）
参
照
。

（
皿
）
七
五
年
法
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
形
成
（
下
）
」
本
誌
九
九
巻
四
号
八
一
頁
以
下
・
九
六
頁
（
二
○
○
二

年
）
参
照
。

（
焔
）
句
鈩
学

（
咽
）
ミ
・
具

（
Ⅳ
）
助
穏
巳

句
鈩
シ
・
⑫
『
シ
『
．
ｎ
戸
』
③
②
②
」
『
『

岑
塁
、
。
。
】
③
四
・
⑬
］
や
』
（
Ｐ
）
（
囚
）
・

助
穏
巳
時
。
食
．
、
彦
・
Ｐ
＄
．
⑭
］
巴

（』）

（⑥）・○す。」②』⑪凹単］。
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〈
旧
）
」
図
ｑ
ニ
ニ
｜

『
垣
・
『
②
（
』
垣
中
Ｃ
）
。

（
、
）
ｓ
『
、
。
』
Ｑ

（
皿
）
白
・
日
合
一
’

（
犯
）
苞
・
貝
合
切
．

（
旧
）
で
の
一
目
ョ
・
勿
昌
自
己
日
の
艮
呉
頃
お
・
な
お
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
成
長
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
幻
○
ヶ
の
『
芹
ロ
ロ
８
－
貝
（
。
ｓ
冨
時
』
§
国
ざ
□
ご
冨
ミ
自
鳶
、
戸
了

『
ミ
ロ
ロ
）
菖
計
め
ど
員
、
碩
一
甸
二
笥
苫
Ｑ
）
葛
的
時
『
の
葛
。
ご
ロ
。
Ｒ
乱
再
。
．
『
］
，
Ｆ
シ
ヱ
ヮ
こ
め
向
陣
向
ｚ
二
．
Ｆ
Ｆ
・
斡
亀
・
聾
ｍ
ｍ
Ｉ
霞
②
。
（
］
②
糧
）
》
雪
、
。
“
『
こ
の
『
Ｃ
畷
Ｐ
、
ご
司
武
口
吋
ロ
ョ
Ｙ

ミ
ニ
量
目
品
ｇ
ヨ
⑮
ミ
ニ
・
（
烏
｛
。
ご
●
図
「
二
句
品
｛
ｇ
の
○
○
．
鼠
§
＆
餌
。
ご
殉
ミ
ヨ
、
範
ｇ
⑩
】
、
寓
冒
。
。
》
ｇ
く
し
．
Ｆ
宛
向
く
。
ｇ
や
（
』
＄
、
）
が
詳
し
い
。

（
晦
）
□
の
⑦
８
９
ぐ
・
印
三
の
『
『
】
の
一
旦
温
め
。
．
Ｅ
②
良
②
一
③
（
句
一
口
。
ご
ヨ
）
．
こ
の
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
判
決
は
、
「
十
分
な
実
質
的
証
拠
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
事
案
は
、
行
政
機
関
で
あ
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
教
育
委
員
会
が
し
た
そ
の
職
員
を
解
厩
す
る
決
定
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
高

裁
は
、
「
実
質
的
証
拠
と
は
、
争
わ
れ
て
い
る
事
実
を
合
理
的
に
推
測
さ
せ
る
事
実
の
実
質
的
な
基
礎
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
が
、
我
々

は
、
従
来
、
実
質
的
証
拠
と
は
「
結
論
を
裏
付
け
る
の
に
適
切
な
、
合
理
的
に
考
え
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
関
連
性
あ
る
証
拠
（
『
の
］
の
く
目
（
の
ぐ
昼
自
・
の
）

で
あ
る
と
し
て
き
た
」
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
我
々
は
、
『
十
分
な
』
と
い
う
形
容
詞
を
『
実
質
的
」
と
い
う
言
葉
を
修
正
す
る
の
に
用
い
る
に
あ
た
っ
て
、

行
政
手
続
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
の
と
共
通
す
る
証
言
前
の
手
続
が
〔
必
ず
し
も
〕
厳
格
に
採
用
さ
れ
な
い
と
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
ル

ー
ル
に
着
目
し
た
。
…
…
し
か
し
、
我
々
は
、
最
終
的
な
〔
事
実
〕
認
定
を
維
持
す
る
た
め
に
依
拠
す
る
証
拠
が
、
十
分
に
関
連
性
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
か
つ
、
到
連
し
た
結
論
を
蕊
付
け
る
の
に
適
切
な
、
合
理
的
に
考
え
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
資
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
〔
学
税

や
フ
ロ
リ
ダ
州
般
高
裁
お
よ
び
合
衆
国
股
高
裁
の
判
例
で
も
、
〕
実
質
的
証
拠
は
、
こ
の
程
度
ま
で
「
相
当
な
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い

る
と
し
た
（
ｇ
扇
）
。
最
後
の
部
分
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
結
論
的
に
は
、
実
質
的
証
拠
と
「
十
分
な
実
質
的
証
拠
」
は
大
き
な
相
違
が
な
く
、
む
し

ろ
、
実
質
的
証
拠
法
則
の
趣
旨
を
よ
り
明
確
に
す
る
も
の
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
十
分
な
実
質
的
証
拠
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
Ｅ
，

、
冒
少
・
Ｄ
Ｃ
巨
瞥
の
『
ご
陣
国
］
】
Ｃ
戸
田
・
の
Ｓ
の
『
宍
の
『
・
宛
錆
琴
厨
宛
⑤
暑
§
荷
い
．
§
＆
宛
貝
ｇ
ａ
『
頁
８
号
国
）
＆
ロ
ミ
ロ
ロ
暑
困
篇
』
ｇ
ご
月
岑
さ
』
ｇ
ミ
ミ
⑮
宛
恩
蒔
＆

＆
（
自
員
【
訂
〔
胃
詩
劇
貝
『
国
陣
）
ロ
ミ
ミ
ロ
）
冒
遷
ロ
ミ
ョ
酎
駒
冒
菖
・
風
艮
切
昌
島
貫
筐
⑩
『
図
ｇ
ｚ
Ｆ
・
幻
向
く
。
』
Ｐ
患
〕
’
四
蟹
（
］
患
酊
）
、
Ｆ
ョ
８
一
二
ｍ
§
日
ロ
ｏ
芹
の

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
二
七

（
羽
）
□
シ
ぐ
Ｓ
Ｐ
・
◎
シ
Ｆ
局
、

（
別
）
も
っ
と
も
、
ス
ナ
イ
岸

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑤
画
『
、
。
』
Ｑ
四
（
ム
ヨ
ニ
・

昏
蜂
四
戸
←
『
』
’
一
『
９

」
の
『
旦
冨
（
、
三
Ｃ
ｌ
こ
誌
邑
ｎ
８
ａ
目
目
Ｅ
暮
色
の
Ｃ
冒
已
『
ｇ
§
の
ど
⑮
逗
冒
叩
ご
冨
宛
獄
⑩
具
切
ミ
。
（
め
ミ
ミ
ヨ
目
ゴ
ミ
Ｓ
武
屋
．
Ｓ
・
Ｅ
ｚ
□
ご
闇
伜
同
Ｚ
く
『
Ｆ
Ｆ
．

□
シ
ぐ
Ｓ
Ｐ
・
◎
シ
Ｆ
局
、
．
宛
○
円
”
『
国
・
司
再
向
】
巨
○
冨
伜
司
昌
○
富
』
の
向
・
勾
○
胃
勾
弓
Ｐ
Ｆ
シ
ヱ
ロ
ロ
の
向
さ
函
Ｉ
』
９
（
②
□
・
］
垣
＄
）
．

も
っ
と
も
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
が
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
機
能
的
分
析
を
採
用
す
る
以
上
、
む
し
ろ
前
提
と
さ
れ
て
い
る
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前
章
ま
で
に
見
た
よ
う
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
実
体
的
統
制
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
こ
で
取
り

上
げ
た
判
決
を
見
て
み
る
と
、
機
能
的
分
析
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
フ
グ
の
実
体
的
統
制
は
、
広
範
な
内
容

形
成
の
自
由
の
認
め
ら
れ
る
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
統
制
手
段
の
一
つ
と
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
部
分
的
再
ゾ
ー
ー
ラ
グ
を
行
な
う
前
に
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
改
定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ス

ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
（
⑩
□
Ｒ
ｂ
一
ｍ
目
目
、
）
と
い
う
現
象
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
一
貫
性
原
則
に
よ
る
統
制
を
無
意
味
な

第
三
章
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ー
ー
ン
グ

（
別
）
□
し
く
Ｓ
Ｆ
・
○
シ
Ｆ
房
⑫
ご
宛
○
国
㈲
幻
日
餌
・
句
海
国
Ｅ
、
嚢
伜
目
配
○
筥
少
⑪
国
・
幻
○
国
同
幻
『
い
・
ト
シ
ヱ
ロ
ど
の
両
←
９
－
』
９
（
⑭
二
・
ｓ
＄
）
・
ｍ
ｇ
ｐ
房
○
勺
の
三
四
己
切
黛
ご
昌
皀
。
【
の
届
．

ｇ
山
圏
な
お
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
と
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
と
の
一
貫
性
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
州
レ
ベ
ル
判
例
と
し
て
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
段
高
上
訴
裁
判
所
（
股
高
裁
に
相
当
）
の
『
Ｃ
二
口
Ｃ
［
口
の
＆
Ｃ
ａ
ご
・
量
一
一
眉
の
。
［
三
．
目
｛
臼
⑪
８
．
困
三
・
『
・
画
已
』
冨
・
②
ｇ
三
・
国
・
旨
』
圏
・
］
ｇ
・
誤
』

ｚ
・
因
・
Ｐ
旨
一
遷
（
ご
己
）
郡
『
】
二
の
の
曰
く
の
の
戸
。
。
．
『
・
題
目
〔
冒
頭
８
目
忌
三
・
国
・
旨
②
目
、
ミ
ヱ
・
因
・
臣
②
Ｐ
①
】
（
］
⑤
忠
）
、
モ
ン
タ
ナ
州
最
高
裁
の
巨
己
の
ご
・
団
。
．

。
【
Ｄ
Ｃ
目
巨
Ｃ
Ｃ
Ｂ
目
．
『
⑰
。
［
国
旦
冒
且
Ｄ
Ｃ
目
ご
・
ご
塑
三
Ｃ
員
・
＄
』
・
畠
』
や
い
旦
］
呂
噛
（
］
①
巴
）
、
ア
イ
ダ
ホ
州
股
高
裁
の
ロ
Ｃ
『
肩
く
・
ロ
ミ
Ｃ
（
旧
の
三
】
的
一
Ｃ
貝

］
ｓ
国
昌
ｏ
の
仁
．
＄
単
宅
・
臣
Ｓ
盆
（
」
＠
段
）
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
股
高
裁
の
三
回
目
］
：
目
丙
８
］
ｑ
・
伊
・
勺
・
ぐ
・
『
９
百
②
三
℃
○
・
己
目
］
．
。
【
『
ｇ
白
の
三
℃
。
（

冨
騨
ロ
■
］
■
己
白
目
・
桿
さ
ｚ
・
］
・
』
ｇ
・
ロ
圏
シ
，
画
□
崗
曽
（
』
９
ｍ
）
な
ど
が
あ
る
。

（
〃
）
ロ
レ
ヱ
局
炉
勾
・
言
シ
Ｚ
月
日
目
．
Ｆ
シ
ｚ
、
□
⑭
同
Ｆ
』
（
『
瞳
②
（
』
ご
」
ｇ
『
〉
。

￣、

塑照
◎ 

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
二
八

』
Ｐ
呉
置
⑪
‐
豊
の
参
照
。
さ
ら
に
、
関
連
す
る
判
例
と
し
て
］
の
。
西
口
②
ぐ
・
Ｃ
Ｅ
『
ｑ
・
扇
ｍ
ｐ
Ｅ
詔
］
（
匂
一
四
』
垣
仁
）
釦
ロ
ョ
〔
巴
の
Ｅ
〔
⑦
ｍ
ｏ
邑
望
］
巴
一
Ｑ
Ｏ
ｐ
ぐ
・
三
色
『
臣
‐

一
ｍ
目
○
色
の
臣
四
一
ｑ
○
○
・
・
爵
の
。
．
＆
『
←
］
（
国
四
』
農
］
）
》
０
．
コ
②
。
一
一
：
｛
の
□
目
】
の
○
コ
ｎ
ｏ
・
ぐ
・
Ｚ
Ｆ
カ
ロ
四
ｇ
ご
・
ぬ
．
］
召
》
＄
の
。
Ｑ
・
画
ｇ
ｇ
Ｐ
・
目
・
』
患
（
」
ｇ
⑪
）
参
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も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
派
生
的
な
問
題
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
機
能
的
分
析
そ
の
も
の
や
そ
れ
を

通
し
て
一
貫
性
原
則
に
よ
り
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
実
体
的
に
統
制
す
る
こ
と
目
体
が
学
説
上
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
前
者
の

ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
問
題
は
、
主
と
し
て
一
貫
性
原
則
と
機
能
的
分
析
を
適
用
す
る
領
域
を
拡
張
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
点
か

ら
議
論
さ
れ
て
お
り
、
機
能
的
分
析
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
を
問
題
視
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
ま
ず
、
本
章
で
こ
れ
に
つ
い
て
見
る

こ
と
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
、
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
一
貫
性
原
則
に
よ
り
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
貫
性
の
有
無
が
裁
判
所
に
よ
り
厳
格
に
審
査
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
地

方
公
共
団
体
が
、
｜
貫
性
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
を
改
正
す
る
た
め
に
、
条
例
改
正
と
同
時
に
あ
る
い
は
そ
の
直

前
に
、
行
な
お
う
と
し
て
い
る
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
に
適
合
す
る
よ
う
に
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
改
定
す
る
と
い
う
取
り
扱
い
を
し

た
り
、
あ
る
い
は
土
地
所
有
者
や
開
発
業
者
の
側
が
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
求
め
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で

（
１
）
 

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
最
初
に
発
見
し
、
こ
れ
を
命
名
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ジ
ョ
セ
フ
．
Ｆ
・
デ
ィ

メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
「
ま
っ
た
く
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
、
そ
れ
以
前
に
な
さ
れ
た
プ
ラ
ン
ー
ー
ン

（
２
）
 

グ
の
効
用
を
弱
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
対
し
一
定
の
制
限
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
貫
性
要
件
と
コ
ン

（
３
）
 

プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
見
せ
掛
け
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
、
州
法
で
、
た
と
え
ば
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
の
回
数
や
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
改
正

（
４
）
 

の
回
数
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
州
レ
ベ
ル
の
判
例
に
お
い
て
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
統

制
法
理
が
検
討
さ
れ
る
端
緒
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
部
分
的
な
改
定
に
つ
い
て
も
、

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
二
九
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ま
ず
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
判
例
で
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
条
項
の
う
ち
特
定
の
土
地
区
画
に
関
す
る
部
分
の
み
を
変
更
す
る

（
５
）
 

改
定
を
、
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
、
こ
れ
に
同
州
最
高
裁
の
フ
ァ
サ
ノ
判
決
で
出
さ
れ
た
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
を
基

準
と
し
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
を
厳
格
に
司
法
審
査
し
よ
う
と
す
る
判
例
法
理
を
応
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
フ
ァ
サ
ノ
判
決
の
す

ぐ
後
に
同
州
最
高
裁
が
出
し
た
の
。
ロ
ｓ
ｏ
｛
の
目
旦
の
一
Ｑ
の
ｚ
の
－
ぬ
コ
ワ
・
『
ず
ｏ
ｏ
Ｑ
Ｐ
８
ｍ
口
の
ぐ
・
巴
，
。
〔
ｏ
ｏ
ｇ
ａ
『
⑪
。
【
○
一
回
Ｃ
百
日
■
⑩
○
○
目
亘

（
６
）
 

（
南
部
サ
ニ
ー
サ
ィ
ド
住
民
連
盟
判
決
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
付
さ
れ
た
マ
ッ
プ
（
以
下

「
プ
ラ
ン
・
マ
ッ
プ
」
と
い
う
）
に
お
い
て
す
で
に
計
画
的
商
業
地
域
と
さ
れ
て
い
る
五
○
エ
ー
カ
ー
の
土
地
に
隣
接
す
る
六
五
エ
ー
カ

ー
の
土
地
に
、
大
規
模
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
と
ホ
テ
ル
の
複
合
施
設
を
建
設
す
る
こ
と
を
目
論
む
開
発
業
者
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
参

事
会
に
対
し
、
そ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ン
・
マ
ッ
プ
に
お
け
る
こ
の
土
地
の
指
定
を
中
度
計
画
的
住
宅
地
域
か
ら
計
画
的

商
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
参
事
会
が
こ
れ
を
認
め
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
改
定
し
て
プ
ラ
ン
・
マ
ッ
プ

を
変
更
し
た
こ
と
に
対
し
、
周
辺
住
民
ら
が
こ
の
改
定
が
不
適
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
部
分
的
な
改
定
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
「
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
、
単
一
の

土
地
区
画
〔
の
み
〕
に
か
か
る
改
定
は
、
立
法
的
で
は
な
く
、
準
司
法
的
決
定
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

一
三
○

そ
の
司
法
審
査
に
お
い
て
機
能
的
分
析
が
採
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
当
該
改
定
と
他
の
改
定
さ
れ
な
い
条
項
と
の
一
貫

性
が
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
も
に
一
貫
性
原
則
に
関
す
る
重
要
な
判
例
を
出
し
て
い
る
オ
レ

ゴ
ン
州
と
フ
ロ
リ
ダ
州
と
で
は
対
応
が
異
な
っ
て
い
る
。

第
一
節
一
貫
性
原
則
と
機
能
的
分
析
の
適
用
範
囲
の
拡
張
ｌ
オ
レ
ゴ
ン
州
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ブ
・
プ
ラ
ン
の
部
分
的
な
改
定
は
「
政
策
の
定
立
を
含
ま
ず
、
む
し
ろ
、
…
…
既
存
の
一
般
的
な
基
準
の
適
用
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
る
。

そ
し
て
、
「
本
件
は
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
改
正
に
か
か
る
も
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
」

で
あ
り
、
「
フ
ァ
サ
ノ
判
決
が
定
立
し
た
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
を
準
司
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
基
準
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ

ン
の
改
定
に
は
も
ち
ろ
ん
直
接
的
に
適
用
さ
れ
な
い
」
が
、
プ
ラ
ン
の
「
変
更
が
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ン
・
マ
ッ
プ
の
な
か

で
も
単
一
の
区
画
に
つ
い
て
の
み
の
改
定
で
あ
り
、
プ
ラ
ン
に
含
ま
れ
る
政
策
や
目
標
に
つ
い
て
は
何
の
変
更
も
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

（
７
）
 

州
議
遼
雪
は
実
質
的
に
同
様
の
義
務
を
課
し
て
い
る
と
考
え
る
」
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
州
法
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ

ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
調
和
の
と
れ
た
、
そ
し
て
〔
土
地
利
用
に
か
か
る
す
べ
て
の
制
度
と
活
動
を
〕
関
連
付
け
る
も
の
と
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
…
…
〔
プ
ラ
ン
・
〕
マ
ッ
プ
が
、
通
常
、
…
…
日
穰
と
政
策
の
宣
言
と
い
う
形
で
文
章
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
条
項
と

一
貫
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
一
の
土
地
区
画
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
利
用
を
変
更
す
る
プ
ラ
ン
の
改
定
が
求
め
ら
れ
た
場

合
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
が
調
和
の
と
れ
た
、
〔
土
地
利
用
に
か
か
る
す
べ
て
の
制
度
と
活
動
を
〕
関
連
付
け
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
州
法
上
の
義
務
付
け
は
、
〔
プ
ラ
ン
・
〕
マ
ッ
プ
の
改
定
が
、
プ
ラ
ン
の
改
定
さ
れ
な
い
部
分
と
一
貫
し
た
も
の

（
８
）
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
義
務
付
け
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
南
部
サ
ー
ー
ー
サ
イ
ド
住
民
連
盟
判
決
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
の
判
例
法
理
を
応
用
し
て
、
機
能
的
分
析
を
行
な
い
、
部

分
的
に
行
な
わ
れ
る
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
の
法
的
性
質
を
「
準
司
法
的
」
と
し
、
さ
ら
に
、
州
法
の
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ

ブ
・
プ
ラ
ン
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
か
ら
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
部
分
的
な
改
定
は
他
の
改
定
さ
れ
な
い
部
分
と
一
貫
し
て

（
９
）
 

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

ま
ず
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
部
分
的
な
改
定
の
法
的
性
質
が
準
司
法
的
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一一一一一
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ブ
・
プ
ラ
ン
に
含
ま
れ
る
「
政
策
や
目
標
」
の
「
変
更
」
、
つ
ま
り
、
「
政
策
の
定
立
」
で
は
な
く
、
二
股
的
な
基
準
の
適
用
」
に
あ
た

く
叩
）

り
、
し
か
も
こ
の
事
件
に
お
け
る
プ
ラ
ン
の
改
定
が
単
一
の
区
画
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が

基
準
の
適
用
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
と
、
対
象
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
と

同
様
の
立
法
的
行
為
と
準
司
法
的
行
為
の
区
別
の
標
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
う
ち
、
政
策
の
宣
言
に
あ
た
る
部
分
と
プ
ラ
ン
・
マ
ッ
プ
と
が
一
貫
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
た
が
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
内
部
で
の
一
貫
性
は
、
内
部
的
一
貫
性
（
員
の
曰
凹
－
８
コ
⑫
一
の
一
の
ロ
・
】
）
と
呼
ば

（
Ⅲ
）
 

れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
領
域
が
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
と
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
の
間
の
み
な
ら
ず
、
コ
ン
ブ

（
吃
）

リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
内
部
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
「
政
策
の
定
立
」
に
あ
た
る
場
ム
ロ
に
、
内
部
的
一
貫
性
が
求

め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

オ
レ
ゴ
ン
州
で
な
さ
れ
た
よ
う
な
機
能
的
分
析
を
行
な
っ
て
プ
ラ
ン
の
部
分
的
な
改
定
の
法
的
性
質
を
準
司
法
的
と
評
価
し
こ
れ
に
対

（
昭
）

し
て
厳
格
な
司
法
審
査
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
で
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
を
参
照
し
つ
つ
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
司
法
審
査
に

機
能
的
分
析
を
導
入
し
て
、
部
分
的
再
ゾ
ー
ー
ラ
グ
を
準
司
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
、
そ
れ
を
厳
格
な
司
法
審
査
の
対
象
と
し
た
フ

ロ
リ
ダ
州
に
お
い
て
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

第
二
八
地
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
判
決

第
二
節
機
能
的
分
析
の
適
用
範
囲
の
限
定
ｌ
フ
ロ
リ
ダ
州
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第
四
地
区
上
訴
裁
判
所
の
法
廷
意
見
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
に
お
い
て
、
あ
る
行
為
が
立
法
的
で
あ
る
か
準
司
法
的
で
あ
る
か
を
決
定

す
る
の
は
「
審
理
（
。
①
胃
曰
、
）
の
性
質
」
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
新
た
な
分
類
を
創
設
す
る
た
め
の
「
コ
ン

ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
を
拒
否
す
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
決
定
は
、
…
…
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
に
よ
れ
ば
、
立
法
的
な
決
定
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
、
政
策
を
形
成
す
る
決
定
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
…
…
〔
創
設
の
求
め
ら
れ
て
い
る
土
地
利
用
の
分
類
は
、
〕
現
在
の
と
こ

ろ
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
な
い
土
地
の
新
た
な
分
類
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
原
則
と
な
る
政
策
を

（
肥
）

定
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
壹
ｂ
で
あ
る
」
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
同
判
決
に
付
さ
れ
た
ス
ト
ー
ン
判
事
に
よ
る
同
意
意
見
は
、
創
設
の
求
め
ら
れ
て
い
る
新
た
な
分
類
が
「
既
存
の
プ
ラ

ン
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
要
素
に
か
か
わ
ら
ず
、
参
事
会
の
決
定
は
性
質
上
立
法
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一一一一一一一

フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
の
影
響
か
ら
、
中
間
上
訴
裁
判
所
レ
ベ
ル
の
判
決
で
は
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
生
じ

て
い
る
ケ
ー
ス
で
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
に
つ
い
て
も
、
機
能
的
分
析
を
採
用
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
機
能
的
分
析
の

（
Ｍ
）
 

結
果
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ー
フ
ン
の
改
定
を
立
法
的
行
為
と
性
格
付
け
る
判
決
が
大
半
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

の
ち
の
同
州
の
最
高
裁
判
決
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
、
フ
ロ
リ
ダ
州
第
四
地
区
上
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
の
の
目
・
ロ

（
咽
）

路
思
『
曰
の
『
②
亘
已
卜
曰
□
・
く
，
三
色
『
庁
ヨ
○
．
ご
ゴ
ミ
（
第
一
一
八
地
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
判
決
）
が
あ
る
。
事
案
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
カ
ウ

ン
テ
ィ
に
あ
る
六
三
八
エ
ー
カ
ー
の
土
地
に
ゴ
ル
フ
場
等
の
建
設
を
目
論
む
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
が
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
ゾ
ー

ー
ー
ン
グ
条
例
と
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
変
更
し
て
、
新
た
な
土
地
利
用
の
分
類
を
創
設
す
る
こ
と
を
同
カ
ウ
ン
テ
ィ
に
対
し
求

め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
拒
否
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
の
令
状
を
求
め
て
争
っ
た
も
の
で
あ

る
｡ 
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（
灯
）

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
既
存
の
ラ
ン
ド
・
ユ
ー
ズ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
を
求
め
る
申
請
を
拒
否
す
る
参
事
△
雪
の
決
定
を
、

（
肥
）

プ
ラ
ン
を
第
一
次
的
に
定
め
る
決
定
と
の
比
較
か
ら
、
性
質
上
立
法
的
で
な
い
と
判
断
す
る
理
由
が
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
る
。

こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
は
、
さ
ら
に
、
再
審
理
を
も
と
め
た
が
、
そ
の
第
二
審
の
裁
判
所
で
あ
る
第
四
地
区
上
訴
裁
判
所
は
、
第
一

審
判
決
が
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
を
参
照
し
て
「
決
定
さ
れ
た
政
策
の
適
用
を
含
む
開
発
許
可
の
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
は
、
裁
判
所
に
対

し
、
カ
ゥ
ン
テ
ィ
の
決
定
が
、
立
法
的
行
為
に
適
用
さ
れ
る
謙
譲
的
な
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
厳
格
な
司
法
的
監
督

の
基
準
の
対
象
と
な
る
準
司
法
的
行
為
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
を
不
可
避
と
さ
せ
る
」
と
判
断
し
た
こ
と
が
、
判
決
の
「
破
室
黍
事
由
と

（
⑬
）
 

な
る
誤
り
」
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
前
判
決
の
趣
』
曰
か
ら
し
て
、
プ
ラ
ン
の
改
定
を
求
め
る
同
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
申
請
を
拒

（
、
）

否
す
る
決
定
は
、
「
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー
ル
の
対
象
と
な
る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
四
地
区
上
訴
裁
判
所
の
法
廷
意
見
は
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
で
確
立
さ
れ
た
機
能
的
分
析
を
用
い
て
プ
ラ
ン
の
部
分
的

な
改
定
を
立
法
的
と
性
格
付
け
た
の
に
対
し
、
ス
ト
ー
ン
同
意
意
見
は
、
新
た
な
分
類
が
「
既
存
の
プ
ラ
ン
に
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

要
素
に
か
か
わ
ら
ず
」
、
つ
ま
り
、
改
定
が
政
策
の
定
立
で
あ
る
か
既
存
の
政
策
の
適
用
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
な
く
、
プ
ラ
ン
の
改
定

を
立
法
的
行
為
と
性
格
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
機
能
的
分
析
を
せ
ず
、
こ
れ
を
立
法
的
行
為
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
示
唆
し
た
。
法
廷
意
見
の
よ
う
に
、
機
能
的
分
析
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
プ
ラ
ン
の
改
定
が
準
司
法
的
行
為
と
さ
れ
る
可
能
性

が
残
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ス
ト
ー
ン
同
意
意
見
が
い
う
よ
う
に
、
機
能
的
分
析
を
そ
も
そ
も
採
用
し
な
け
れ
ば
、
プ
ラ
ン
の
改
定
は
常

に
立
法
的
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
り
、
そ
れ
が
準
司
法
的
と
性
格
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
二
八
地
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
判
決
の
事
案
は
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
に
お
い
て
新
た
な
土
地
利
用
の
分
類
を
創
設
す
る

こ
と
の
可
否
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
の
南
部
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
住
民
連
盟
判
決
に
お
け
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ン
・
マ
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ニ
ュ
ー
セ
ム
判
決

第
二
八
地
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
判
決
で
出
さ
れ
た
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
法
的
性
質
を
判
断
す
る
に
際
し
て
機
能
的
分
析

（
別
）

を
採
用
す
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
決
着
を
つ
け
た
の
が
、
同
州
最
高
裁
に
よ
る
三
国
『
【
ご
○
・
目
こ
ぐ
．
＆
巨
切
の
曰
（
ユ
ー
セ
ム
判
決
）

で
あ
る
。
事
案
は
、
同
カ
ウ
ン
テ
ィ
内
に
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
で
現
時
点
で
は
一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
二
戸
の
建
設
を
認
め
る

が
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
一
部
で
あ
る
将
来
土
地
利
用
図
で
将
来
の
時
点
に
お
い
て
は
二
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
一
戸
の
住
宅
の

建
設
し
か
認
め
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
地
域
に
、
五
四
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
所
有
す
る
者
が
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
評
議
会
に
対
し
、
将
来
土

地
利
用
図
を
改
定
し
て
、
彼
の
土
地
が
将
来
に
お
い
て
も
一
エ
ー
カ
ー
あ
た
り
二
戸
の
開
発
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
一
」
と
、
お
よ
び

そ
の
土
地
を
農
業
地
域
か
ら
住
宅
地
域
に
変
更
す
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
改
正
を
求
め
た
が
拒
否
さ
れ
た
の
で
こ
れ
を
争
っ
た
も
の
で
あ

フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
結
論
と
し
て
は
、
「
全
て
の
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
は
、
正
当
な
議
決
可
能
性
の
〔
司
法
〕

（
理
）

審
査
基
準
の
適
用
を
受
け
る
立
法
的
行
為
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
の
だ
が
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
の
法
的
性
質
を
決
定

す
る
の
に
機
能
的
分
析
を
採
用
す
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
は
、
ス
ナ
ィ
ダ

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
三
五

ツ
プ
の
部
分
的
な
改
定
が
争
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
八
地
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
判
決
の
法
廷
意
見
が
示
し
た
ル

ー
ル
に
よ
る
と
き
、
機
能
的
分
析
が
行
な
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
南
部
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
住
民
連
盟
判
決
の
事
案
に
お
け
る
よ
う
に
、
プ
ラ

ン
・
マ
ッ
プ
の
部
バ
ガ
的
な
改
定
な
ど
「
既
存
の
プ
ラ
ン
」
に
示
さ
れ
て
い
る
基
準
の
適
用
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン

シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
が
準
司
法
的
行
為
と
さ
れ
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。

る
｡ 
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一一一一一ハ

ー
判
決
に
お
い
て
一
示
し
た
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
の
分
析
方
法
を
維
持
す
る
」
も
の
の
、
「
こ
の
分
析
方
法
を
地
方
公
共
団

体
の
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
ラ
ン
ド
・
ユ
ー
ズ
・
プ
ラ
ン
が
立
法
的
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
ま
で
拡
大
し
て
用
い
る
こ
と
は
な
い
し
、

機
能
的
な
、
つ
ま
り
実
際
〔
に
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
機
能
〕
を
重
視
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
是
認
す
る
こ
と
も
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に

「
こ
の
結
論
は
、
｜
区
画
の
土
地
の
み
を
対
象
と
す
る
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
申
請
の
一
環
と
し
て
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
ラ
ン
ド
・
ユ
ー

（
鋼
）

ズ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
ム
ロ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
な

（
別
）

か
で
、
最
高
裁
は
、
前
述
の
第
二
八
地
区
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
判
決
に
付
さ
れ
た
ス
ト
ー
ン
同
意
意
見
を
支
持
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
は
、
ユ
ー
セ
ム
判
決
に
お
い
て
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
の
法
的
性
質
を
決

定
す
る
際
に
機
能
的
分
析
を
採
用
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
す
べ
て
の
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
を
、
正
当
な
議
決
可
能
性
の

ル
ー
ル
の
適
用
さ
れ
る
立
法
的
行
為
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
第
一
次
的
な
決
定
の
み
な
ら
ず
、
こ
こ

で
は
将
来
土
地
利
用
図
の
改
定
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
決
定
・
改
定
が
立
法
的

〈
顔
）

（
妬
）

行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
司
法
審
査
は
謙
譲
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ユ
ー
セ
ム
判
決
の
事
奉
〈
は
、
将
来
土

地
利
用
図
の
部
バ
ガ
的
な
改
定
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
プ
ラ
ン
・
マ
ッ
プ
の
部
分
的
な
改
定
に
つ
い
て
判
断
し
た
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁

の
南
部
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
住
民
連
盟
判
決
の
事
案
と
類
似
す
る
。
両
判
決
の
結
論
に
お
い
て
相
違
が
生
じ
た
の
は
、
南
部
サ
ニ
ー
サ
ィ
ド
住

民
連
盟
判
決
に
お
い
て
は
機
能
的
分
析
が
採
用
さ
れ
、
ユ
ー
セ
ム
判
決
に
お
い
て
は
そ
れ
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
い
う
現
象
に
対
し
、
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
と
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
対
応
は
異
な
っ

第
三
節
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
一
貫
性
原
則
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て
い
た
・
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
の
南
部
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
住
民
連
盟
判
決
で
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
に
つ
き
機
能
的
分

析
が
採
用
さ
れ
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
あ
た
る
よ
う
な
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ

を
厳
格
に
統
制
す
る
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
の
と
同
時
に
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
内
部
的
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
は
、
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
を
全
体
と
し
て
政
策
を
宣
言
す
る
も
の
と
見
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
政
碆
吉
一
言
の
部
分
と
そ
の
適
用
に
あ
た
る
部
分
と
に
区
別
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
内
部
的
一
貫
性
を
求
め
る
一
」
と

に
よ
る
実
体
的
統
制
を
行
な
う
と
い
う
立
場
を
採
り
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
抑
制
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
オ
レ
ゴ

ン
州
最
高
裁
は
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ー
ラ
グ
に
対
処
す
る
た
め
に
、
機
能
的
分
析
の
対
象
と
な
る
行
為
の
範
囲
を
広
げ
、
同
時
に
一
貫

性
の
求
め
ら
れ
る
領
域
を
拡
大
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
の
ユ
ー
セ
ム
判
決
で
は
、
機
能
的
分
析
が
採
用
さ
れ
ず
、
ま
た
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が

生
じ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
コ
ン
プ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
が
立
法
的
行
為
と
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
謙
譲

的
な
司
法
審
査
が
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
内
部
的
一
貫
性
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ

れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
部
分
的
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
統
制
に
つ
き
機
能
的
分
析
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
の
実
体
的
統
制
が
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
行
な
わ
れ
た
と
き
に
、
十
分
に
機
能
し

（
訂
）

な
い
可
能
性
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
現
象
は
、
従
来
の
一
貫
性
原
則
の
議
論
に
お
い
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
第
一
次
的
制
定
お
よ
び
改
正
時

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
司
法
審
査
時
に
お
い
て
も
基
準
と
な
る
べ
き
と
さ
れ
て
き
た
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
そ
の
も
の
が
問
題
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
窓
意
的
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
統
制
の
た
め
に
そ
の
実
現
の
必
要
が
主
張
さ
れ
て
き
た
一
貫
性
原
則

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一
三
七
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一
三
八

に
よ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
実
体
的
統
制
の
議
論
に
と
っ
て
、
そ
の
際
の
統
制
基
準
と
な
る
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
適
正
化
が
新
た

（
蛆
）

な
課
題
と
な
る
こ
と
を
一
不
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
土
全
元
）

（
４
）
巨
富
冨
匡
Ｂ
宛
い
§
日
ロ
ｏ
芹
巴
・
具
』
急
．
た
と
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
（
同
州
で
は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
プ
ラ
ン
と

い
う
）
の
改
定
を
、
年
四
回
に
制
限
し
て
い
る
（
○
窟
・
の
○
『
『
０
８
同
窓
困
留
）
。
な
お
、
ア
イ
ダ
ホ
州
の
判
伽
魎
で
、
制
定
法
に
よ
っ
て
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ

ン
ー
ー
ン
グ
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
関
連
す
る
条
文
の
解
釈
か
ら
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ー
ー
ン
グ
に
は
一
定
の
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
と
す
る
も

の
が
あ
る
。
カ
ゥ
ン
テ
ィ
参
璽
会
が
土
地
所
有
者
の
求
め
に
応
じ
て
行
な
っ
た
、
彼
の
所
有
地
の
地
域
指
定
を
農
業
地
域
か
ら
住
宅
地
域
へ
変
更
す
る
ゾ
ー
ー
ー

ン
グ
条
例
の
改
正
と
、
同
改
正
と
適
合
す
る
よ
う
に
す
る
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
け
る
ア
イ
ダ
ホ
州
最
高
裁
判
決

〈
勺
１
８
く
・
石
ｇ
ｏ
言
の
ｏ
Ｃ
目
亘
ｐ
Ｑ
６
Ｒ
Ｃ
ｏ
目
ご
Ｃ
Ｏ
冒
昌
・
『
⑪
．
Ｅ
】
』
ロ
島
Ｃ
」
旨
①
認
で
・
淫
⑨
＄
（
］
①
葛
）
・
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
最
高
裁
は
、
結
論
と
し
て

は
、
参
嚥
会
の
こ
れ
ら
決
定
を
取
り
消
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
中
で
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
と
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
改
正
の
関
係
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
同
州
法
は
「
再
ゾ
ー
ー
ラ
グ
の
申
謂
が
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
に
従
っ
た
も
の
で
な
い
場
合
、
参
事
会
は
ま
ず
コ
ン
プ
リ

ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
」
（
百
三
Ｓ
ｏ
８
同
窓
「
「
爵
巨
（
ｏ
）
・
）
か
ら
、
「
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
が
改

定
さ
れ
た
後
に
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
条
例
の
改
正
を
求
め
る
申
請
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
…
…
。
こ
れ
ら
の
手
続
は
一
連
の
流
れ
と
し
て
行
な
わ
れ
る
が
、
参
事

会
は
、
は
じ
め
に
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
タ
イ
プ
の
成
長
が
特
定
の
地
域
内
に
お
い
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る

べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
参
事
会
は
、
そ
の
〔
改
定
の
〕
決
定
を
行
な
っ
た
後
に
、
当
該
地
域
に
つ
き
、
適
切
な
再
ゾ

ー
ー
ー
ン
グ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
手
続
に
お
い
て
、
参
事
会
は
、
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
の
改
正
を
求
め
る
個
人
の
申
請
を
審
査
す
る
前
に
、
カ
ウ

ン
テ
ィ
の
開
発
に
か
か
る
全
体
の
枠
組
み
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
」
（
②
留
両
臣
四
忌
雪
）
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
イ
ダ
ホ
州
最
高
裁
は
、
コ
ン

ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
と
は
相
反
す
る
再
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
求
め
る
申
講
が
な
さ
れ
た
場
苔
に
、
参
画
会
に
対
し
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
を
検

討
す
る
こ
と
を
求
め
る
規
定
の
解
釈
を
通
し
て
、
む
し
ろ
、
再
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
を
行
な
う
前
に
「
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
開
発
に
か
か
る
全
体
の
枠
舶
』
み
検
討
」
を
求
め
、

悪
意
的
に
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
ロ
シ
ヱ
局
Ｆ
一

（
の
る
）
」
。
⑫
雨
で
エ
記

（
ｎ
ｏ
）
岑
烏
色
一
四
】
。

ロ
ン
乞
扁
Ｆ
両
。
シ
｛
シ
ヱ
ワ
両
岸
【
向
再
。
Ｆ
シ
ヱ
ロ
ロ
勿
向
Ｆ
シ
ヨ
⑬
←
』
（
二
コ
．
】
＠
℃
『
）
．

」
。
⑫
恩
ェ
句
・
ロ
ー
二
男
『
Ｐ
『
西
岡
ｎ
ｏ
ｚ
望
め
『
同
Ｚ
ｎ
『
Ｄ
ｏ
ｎ
『
酉
Ｚ
両
シ
ヱ
ロ
『
四
両
Ｆ
量
】
『
、
○
句
句
ド
ン
ｚ
昌
ｚ
の
ぎ
（
こ
ぎ
）
．
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（
Ⅳ
）
苞
・
呉
臼
②
（
印
８
コ
⑪
」
・
・
○
○
二
。
Ｅ
『
『
】
【
長
）
・

ア
メ
リ
カ
土
地
利
用
法
に
お
け
る
一
貫
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

（
焔
）
の
含
め
ｐ
四
ｃ
四
（
⑤
届
．

（
９
）
な
お
、
こ
の
サ
ー
ー
ー
サ
イ
ド
南
部
住
民
連
盟
判
決
以
前
に
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
下
級
審
レ
ベ
ル
で
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
取
り
組
ん
だ
裁

判
例
と
し
て
、
小
規
模
な
土
地
区
画
に
か
か
る
プ
ラ
ン
の
変
更
を
準
司
法
的
行
為
と
判
断
し
た
三
四
『
隠
一
『
・
宛
巨
の
。
【
ｇ
囲
い
勺
・
函
ａ
］
②
忍
（
○
『
．
Ｏ
一
・
シ
弓
・

】
召
⑫
）
や
、
フ
ァ
サ
ノ
判
決
の
判
例
法
理
の
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
へ
の
適
用
可
能
性
を
検
討
し
た
『
】
の
目
ご
『
・
ロ
ニ
ュ
⑫
『
団
の
勺
・
ど
一
段
」
患
（
。
『
・
Ｐ

シ
己
已
』
召
⑰
）
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
、
オ
レ
ゴ
ン
州
最
高
裁
は
、
国
津
ロ
ン
ぐ
の
．
○
。
『
巳
・
『
・
三
四
の
三
口
巴
ｇ
ｏ
ｏ
目
ご
・
圏
、
。
【
・
＄
］
・
葛
一
毛
．
旨
９
．
９

（
乞
昌
）
に
お
い
て
、
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
南
部
住
民
連
盟
判
決
の
判
例
法
理
を
適
用
し
て
い
る
。

（
、
）
な
お
、
宛
○
周
国
ｐ
向
巨
、
『
、
爵
Ｃ
ｚ
陣
ご
局
臼
Ｆ
・
因
恩
Ｚ
Ｆ
豊
ロ
ロ
向
の
ｎ
ｏ
ｚ
『
万
○
局
＄
函
（
四
目
・
ｇ
ｇ
）
参
照
。

（
Ⅱ
）
］
ご
Ｆ
【
』
ｚ
Ｏ
ｏ
ｚ
詞
シ
【
】
」
ご
両
宛
⑦
両
Ｚ
の
三
面
『
両
刃
伜
日
産
Ｃ
寅
少
⑫
回
・
幻
○
百
両
司
弓
印
。
Ｆ
シ
ｚ
□
□
の
同
勺
ド
ン
ヱ
ョ
ヱ
ロ
ン
ｚ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｚ
『
宛
Ｃ
Ｆ
Ｆ
シ
ミ
畜
・
一
四
（
］
＄
②
）
・

（
旧
）
な
お
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
内
部
的
一
貫
性
の
問
題
は
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
関
連
す
る
事
項
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
が
り
を
持
つ

も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
検
討
は
、
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ー
ー
ン
グ
の
統
制
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
内
部
的
一
貫
性
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
〕
・
冒
向
・

句
目
昌
の
」
］
『
・
」
同
粁
ロ
ミ
昏
昏
銅
暮
の
ｏ
罠
。
⑤
員
曾
口
穂
・
『
、
）
②
（
（
）
Ｃ
員
茸
碕
昏
⑮
苫
②
ど
の
垣
臼
ヨ
ド
ロ
苗
只
，
（
「
圏
□
。
＆
風
目
ミ
ロ
ミ
ョ
、
冒
国
ｓ
邑
月
毎
コ
８
国
ご
○
＆
詞
の
『
け

。
罠
貧
⑩
ご
葛
③
ト
Ｃ
ｓ
へ
。
◎
馬
ヨ
ミ
①
貴
（
〉
○
三
℃
『
＆
§
亀
冒
寓
目
員
愚
§
へ
』
伊
ロ
詞
ロ
ロ
⑮
馬
へ
ｇ
司
曾
へ
宛
免
曾
盲
再
曽
ゴ
エ
且
『
②
『
・
目
亭
』
○
選
シ
印
Ｆ
・
幻
向
く
。
←
９
１
噌
］

（
』
患
』
）
》
元
】
９
ｍ
ａ
の
【
。
⑪
⑪
Ｃ
・
ェ
目
『
園
『
言
の
国
砂
ご
ｃ
ｏ
ｏ
ョ
⑨
四
目
田
。
冨
圃
『
言
の
出
の
ぐ
の
『
の
（
百
○
。
》
ｇ
ｚ
Ｃ
く
』
Ｆ
・
”
向
く
．
ｍ
墨
画
ヨ
ー
＄
②
（
」
場
③
）
参
照
。

（
旧
）
団
。
．
。
［
○
○
口
ｐ
Ｑ
Ｃ
Ｃ
ヨ
ョ
．
『
⑫
。
【
□
『
の
く
胃
Ｑ
Ｃ
Ｃ
二
コ
ご
『
・
の
皀
巨
。
⑦
『
・
巴
『
⑭
。
．
＆
Ｐ
Ｓ
（
国
ロ
’
】
②
畠
）
・

（
ｕ
）
ｍ
隠
○
印
嘱
因
二
・
○
【
○
○
巨
口
ご
Ｄ
Ｃ
ヨ
ョ
．
『
⑪
ご
・
【
囚
『
ｐ
の
ｓ
の
。
．
ｇ
『
］
⑭
（
句
一
四
・
』
。
．
□
】
異
．
Ｏ
【
・
少
己
己
．
』
９
ｍ
）
》
Ｑ
ご
両
。
『
（
一
・
ｍ
の
『
『
⑰
．
Ｐ
四
コ
。
『
一
一
一
・
百
。
．
ご
・
畠
（
）
｜
‐

曰
ｇ
ｏ
ｏ
色
二
一
］
．
ｓ
『
⑫
Ｃ
・
臣
］
麓
『
（
弓
一
ｍ
』
⑪
（
・
□
一
⑱
一
口
・
シ
ロ
ロ
」
ｇ
の
）
．
な
お
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
判
例
・
裁
判
例
に
お
け
る
プ
ラ
ン
の
変
更
の
法
的
性
質
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
は
、
］
【
〕
男
。
受
の
三
閏
月
伜
勾
目
園
『
⑫
．
②
§
日
ロ
・
〔
の
】
】
・
菖
患
》
【
の
員
言
の
牙
の
『
の
一
一
い
『
百
へ
一
切
目
苛
逗
§
』
コ
ミ
ミ
ョ
§
房
恥
ト
侶
厨
頁
旨
⑮

弓
（
〕
Ｅ
⑰
邑
員
ミ
ミ
旨
」
ニ
ミ
ミ
輿
『
山
国
シ
・
画
・
］
・
ろ
（
＄
忠
）
が
詳
し
い
。

（
応
）
③
含
め
Ｐ
画
旦
③
ｓ
（
司
一
陸
・
』
三
・
□
一
の
【
・
●
庁
・
少
で
Ｄ
』
ｇ
』
）
・
『
の
ぐ
一
の
急
旦
の
己
の
Ｑ
・
句
望
め
。
臣
や
巴
（
可
］
Ｐ
］
９
ｍ
）
。

〆へ－－￣､￣￣、

９８７６５ 
門＝〆－〆－，－￣

国
● 

万
四
⑪
山
皀
。
ご
・
崖
。
．
。
『
○
．
臣
。
（
ご
ｏ
Ｃ
冒
冒
。
『
軸
，
。
『
ご
く
②
⑪
三
二
晩
Ｓ
ｐ
Ｃ
ｏ
Ｅ
ｐ
ご
》
、
。
『
勺
・
砲
口
函
②
（
。
『
．
ご
『
空
）
・

畠
◎
。
『
・
』
・
思
屯
宅
・
画
。
ご
句
迺
（
］
ヨ
ヨ
）
．

③
②
＠
勺
函
旦
②
一
］
ｃ
『
鱒

九
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（
卯
）
国
・

（
皿
）
ｇ
Ｃ
ｍ
○
画
。
］

（
皿
）
苞
・
具
后
農
・

（
鋼
）
国
・
賀
］
ｇ
②

（
別
）
国
・
具
屋
程
・

（
泌
）
］
臼
の
ョ
望
室
・

］
。
、
函
・
ｍ
ｍ
－
ｍ
③
（
］
□

（
妬
）
な
お
、
ワ
シ

の
が
あ
る
（
三
隅

（
旧
）
含

（
⑬
）
三

一むゎの）、

（
妬
）
な
お
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
判
例
に
お
い
て
も
、
ユ
ー
セ
ム
判
決
と
同
様
に
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
を
立
法
的
行
為
と
し
て
悴
糟
付
け
る
も

の
が
あ
る
（
三
の
の
扇
－
１
の
患
］
－
８
℃
⑫
貝
ぐ
ゴ
四
一
○
（
）
ヨ
ョ
・
ぐ
・
【
冒
頭
Ｑ
ご
・
・
⑫
③
ミ
ロ
・
呂
一
「
］
・
＆
』
勺
・
旨
⑭
ｓ
》
忠
』
（
］
冨
一
）
）
。
ま
た
、
コ
ロ
ラ
ド
州
の
裁
判
例

に
も
、
フ
ロ
リ
ダ
州
と
同
様
に
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
ブ
・
プ
ラ
ン
の
部
バ
ガ
的
な
改
定
を
立
法
的
行
為
と
し
て
性
格
付
け
る
も
の
が
あ
る
。
、
Ｅ
由
『
芹
ご
・
田
・
・
円
。
こ
‐

ロ
ミ
ロ
・
自
日
・
『
⑫
．
ｇ
垣
勺
・
置
召
の
（
Ｃ
Ｏ
］
。
．
Ｒ
シ
ロ
ロ
』
①
＄
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
フ
ァ
サ
ノ
判
決
を
踏
襲
す
る
コ
ロ
ラ

ド
州
最
高
裁
の
判
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
⑭
口
且
の
『
ぐ
・
Ｐ
鳥
２
。
。
□
』
ｇ
ｏ
ｏ
－
．
．
台
］
．
、
台
勺
・
呂
醇
。
（
】
召
、
）
が
採
用
し
た
判
例
法
理
は
、
こ
こ
で
は
適

用
さ
れ
な
い
と
し
て
、
プ
ラ
ン
の
改
定
の
法
的
性
質
が
立
法
的
と
さ
れ
た
（
ｇ
②
勺
・
＆
ｐ
こ
ぎ
）
。
さ
ら
に
、
冨
己
『
＆
ェ
◎
ョ
の
酸
・
旨
。
．
『
・
Ｄ
８
ｇ
ｇ
ｍ
⑫
量
・

呂
届
（
【
『
。
シ
弓
・
］
召
①
）
も
参
照
。

（
師
）
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
中
間
上
訴
裁
判
所
の
判
決
で
、
事
案
は
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
が
ス
ポ
ッ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
あ
た
る
と
し

て
争
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
の
司
法
審
査
に
お
い
て
も
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
判
決
が
採
用
し
た
司
法
審
査
基
準
、
つ
ま
り
、
実

質
的
証
拠
法
則
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
ｅ
の
す
の
⑩
ぐ
・
Ｑ
ｑ
ｏ
【
宍
亀
言
の
め
戸
謬
Ｃ
の
。
．
旨
『
ｇ
》
『
三
（
可
一
四
・
苣
・
亘
鷺
．
Ｑ
・
缶
弓
・
］
ｇ
『
）
・
）
。

こ
の
判
決
は
、
ユ
ー
セ
ム
判
決
が
コ
ン
ブ
リ
ヘ
ン
シ
プ
・
プ
ラ
ン
の
改
定
に
つ
い
て
は
正
当
な
議
決
可
能
性
の
ル
ー
ル
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
こ

と
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
証
拠
法
則
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
理
由
を
必
ず
し
も
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
。
『
■
盲
目
○
・
℃
の
目
》

ｚ
Ｃ
扇
ロ
ゴ
冒
困
ご
罰
へ
§
国
８
百
員
冒
員
『
。
』
宮
ご
ロ
、
§
恥
切
目
『
、
昌
鰯
旦
暮
③
め
ご
烏
『
□
Ｒ
薗
○
ミ
冨
国
冒
目
ト
目
具
巨
圏
ト
§
・
紹
司
区
．
Ｆ
・
幻
向
く
・

函
員
囲
Ｃ
ｌ
圏
】
〈
ｇ
ｓ
）
参
照
。

国
・

宣
卸
ユ
ヨ
Ｄ
Ｃ
Ｅ
】
ご
く
・
の
①
Ｒ
一
○
．
呂
勺
凹
弓
の
『
。
三
℃
》
雪
の
の
。
．
Ｅ
、
篤
》
圏
酊

昌
巨
。

③
む
つ
、
○
画
。
』
函
⑭
⑭

弓
民
臼
〔
岸
函
①
←

］
の
『
の
ョ
望
室
・
］
巨
皀
、
『
の
一
②
》
邑
刀
ヨ
ヨ
ロ
』
』
」
『
貝
司
ト
ロ
首
包
〔
一
周
□
、
、
滑
弓
Ｃ
菖
言
色
寄
冒
頭
ロ
ゴ
ロ
○
房
盲
。
←
。
②
旦
辰
罫
⑤
ご
・
旨
二
○
匁
）
い
『
‐
②
誼
］
＆
、
「
向
『
Ｐ
Ｓ
両
炉
鈩
・
国
．

法
学
志
林
第
一
○
一
巻
第
一
号

（］④垣毎）。

〈
司
冒
」
中
①
『
）
。

（
句
一
煙
・
一
二
・
ロ
一
ｍ
｛
。
。
【
・
シ
ロ
□
』
垣
②
⑤
）
・
息
『
』
の
君
。
①
己
の
。
。
⑤
、
③
、
。
．
ｍ
旦
留
】
（
司
一
津
・

●
 

一
四
○
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（
鋼
）
た
と
え
ば
、
一
貫
性
原
則
に
よ
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
厳
格
な
統
制
の
必
要
を
主
張
す
る
ジ
ェ
リ
ー
・
ミ
ッ
チ
ニ
ル
は
、
「
プ
ラ
ン
が
〔
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
条
例
を
〕

統
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
プ
ラ
ン
は
一
定
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
条
件
と
し
て
、

「
プ
ラ
ン
が
総
合
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、
「
適
切
で
、
信
頼
性
」
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
鰻
新
の
情
報
、
予
測
お
よ
び
見
積
も
り
、
そ
し
て
、

将
来
の
ゾ
ー
ー
ー
ン
グ
決
定
を
誘
導
す
る
の
に
適
切
な
目
的
、
政
策
お
よ
び
貝
擁
を
含
む
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
」
の
『
ご
言
冒
冨
一
一
・
昏
邑
、
８
下

目
胃
。
ご
導
口
（
ご
尋
ご
愚
岑
圏
韓
蔦
逗
§
凸
鳶
用
営
＆
●
②
ミ
ミ
②
、
冒
尊
逗
冒
。
。
爵
貫
己
・
巨
冒
ご
闇
陣
向
ｚ
ご
・
『
炉
・
炉
『
屯
・
望
（
］
邉
皀
）
・
）
。

ア
メ
リ
カ
士
地
利
用
法
に
お
け
る
一
質
性
原
則
の
展
開
（
上
）
（
西
田
）

一

四
一
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